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(1) はじめ に

さきにわたしは，論文「メテリ，その構築と

解体」において，ボワトウ州その他の中進地域

を舞台に16世紀から17世紀にかけて広汎に構築

された大規模農場＝メテリが， 19世紀初めの約

40年間に急激な解体に見舞われたこと，その解

体の原因がその脆弱な労働力構造にあったと見

倣しうること， を論じた。事柄を北部フラン

スの先進農業地帯についてみればどうであろう

か。

パリ盆地が既にアンシャン・レジーム下にき

わめて多数の大農場を出現させていたことは，

ケネーなどによって古くから指摘されており，

わが国では遅塚忠窮氏がいくつかの論文によっ

て論証されている。是永東彦氏もまた， 「アン

シャン・レジーム期フランス農業における資本

主義的生産一ーパリ盆地中央部について D」と

いう論文を公けにされており，わたし自身も，

旧著『フランス近代農村の構造』において，そ

のことを認めている。

ただし，遅塚・是永の両氏がそれらの大農場

を共に「資本主義的」なものとして理解されて

いるのに対して，わたしは，果してそのように

規定しうるかどうかという点に疑問を提示して

おいた。それらの大農場は，おそらくは19世紀

前半期に一たんは縮小過程に入り，資本家的大

農場制の「確立」を明言しうるのは，パリ盆地

においても19世紀後半期になってからではない

か，というのが上記の『農村構造』におけるわ

たしの見解であった。

ところで，パリ盆地のうちでも特にスワソン

地方の大農場については，最近，ポステル・ヴ

ィネの『農業資本主義と地代』 (GillesPostel 

Vinay, La rente fonci冷redans le ca仮tali-

sme agricole, 1974) と題する研究書が公刊さ

れた。そして彼は，この本の序論で，大経営の

優越という経済学の古典的理論と農業における

資本主義発達の現実との間の不一致を指摘し，
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「とりわけフランスでは，それ（大経営ー湯村）

は19世紀において停滞ないし後退する 2)」と述

べている。また，同じスワソン地方を取扱った

著書の中でヒ゜ェー）レ・ブリュネは， 「ヘクター

ル当り 150ないし 200フランの小作料と高い労

賃とによって膨脹させられた経営資本を伴った

フランドル地方の農業者たちが， 1860年以降，

その故郷を離れて，この地方で一廻り大きい規

模の農場に落着くようになった。彼らは，毎年

これらの台地地方をめぐり歩くフランドル人の

季節労働者に案内される。彼らの流れはその後

も増大するばかりである 3)」と述べている。ス

ワソン地方の大農場群は19世紀後半期における

甜菜栽焙の普及を契機に新しい経営形態に脱皮

するが，ブリュネのこの指摘は，この脱皮の真

の担い手は，スワソン地方自体の内部に成長し

た人々であるよりも，じつはフランドル地方に

おいてその高度の生産技術と豊富な資金とを蓄

積したあとでこの地方に移住した人々であっ

た，と教えているように思える。

フランドル地方の農業及び農民については，

われわれは，飯沼二郎氏の『農業革命論，一一

近代社会の基盤』 (1956年，創元社）によって，

すでに久しい以前からその研究の必要を感じさ

せられていたが，今や， フランスにおける資

本家的農場制の確立過程を明らかにするために

も，その必要性が改めて痛感させられる。そし

て幸いにも，このフランドル地方をその一部と

して含むノール県を対象にした名著，ジョルジ

ュ・ルフェーヴ｝レの『フランス革命期における

ノール県の農民』 (G. Lefevre, Les paysans 

du Nord pendant la Revolution francaise, 

1924)の新版が1972年に公けにされた。この本

の初版はその発行部数がきわめて少なく，ため

にその利用がきわめて困難であったが，この新

第 42巻第 1-6号

版の刊行はそうした障害を取除くことになっ

た。同書に展開されている）レフェーヴルの克明

な研究諸成果と，同書巻末に付けられている旭

大な統計資料とは，われわれに極めて貴重な研

究材料を提供してくれるし，われわれ自身での

それら諸成果の再検討を可能にする。以下，主

としてルフェーヴルのこの著書に拠って，さら

に前記ボステル・ヴィネ等の研究を参照して，

旧制度末期から 19世紀初頭にかけてのノール

県，とりわけフランドル地方の農業及び農民の

状態をわれわれ自身の見地から再考察しよう。

1)農業総合研究所，『農業総合研究』， 第28巻， 第

2, 3号

2)ポステル・ヴィネ，前出書 P.3 

3) P. Brunet, Structure agraire et economie ru-

rate des Plateaux tertiaires entre la Seine et 

!'Oise, 1960. 

(2) フランドル農業およびノール県

について

フランドル地方は， ノール県の北半分を占

め，ベルギーとの国境地帯に位置し北海に臨む

平原である。自然条件は必らずしも農業に最適

とは言えないが，既に16世紀には＜切れ目のな

い町＞と評されるほどに穂密な人口を擁してい

た。農業の生産様式はきわめて早い時期から高

度なものに達している。

このフランドル地方の農業に関しては，古く

はエミール・ド・ラヴレー著『ベルギー農村経

済論』 (Emilede Laveleyee, Essai sur l'eco― 

nomie rurale de la Belgique, 1862)があり，

ルフェーヴルもまた， その『ノール県農民』

（前記『フランス革命期におけるノール県農民』を以

下このように略称する）の第 1部第 6章を「旧制
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度末期の農業」の検討にあて，この地方の農業

の高い技術水準について詳細な叙述を行なって

いる。然しここでは，有名な人文地理学者アル

ベール・ドマンジョンの『フランスの経済的・

人文的地理学』 (AlbertDemangeon, Geogra― 

phie economique et humaine de France, 

1946)から次の文章を引用するに止めよう。

「フランドルは， 19世紀の農業革命以前に，す

でにずっと遠い昔から注目すべき完成段階に到

達していた。 18世紀末期には，それiまもはや休

閑地を知らなかった。土地は， ここでは， も

はや決して，地力の回復を休閑によって図る

ということをしていない。そこでは，驚くほど

バラエティーに富んだ作物，すなわち，穀物

（小麦，大麦），薩菜（えんどう，隠元，そらま

め），根菜（かぶら 1), 蕪叫馬鈴薯），飼料作

物 (hivernages 3), warta ts 4), dra vieres 5), 

うまごやし），工業用作物（亜麻，けし，油菜，

なたね，たばこ，ホップ）の栽培が行なわれて

いた。 11年間に 8種類の作物が次々に同じ圃場

に作付けされた。これらすべての作物は，鋤き

直し，幾度もの除草，大量の肥料，労働力の絶

えざる関与，を要求した。リル地方について，

この地方は＜ロンバルディアを含む全ヨーロッ

パの最も見事な部分＞であると当時の人 6)に言

わしめたのは，この型の集約耕作であった。こ

うした方法とこうした模範とは，フランドルか

ら徐々にカンブレジおよびアルトワの端縁部分

に滲透していった。けれども，まだ18世紀末に

は，アルトワの一部分と，ピカルディ，イル・

ド・フランス，ノルマンディでは，休閑地を伴

う三圃制の輪作方式が実施されていた。発達が

次から次へとこれらの諸州に，フランドルに隣

接する地方ではかなり急速に，パリ周辺のヴェ

クサン，ブリ，ヴァロア及びスワソンの大農場

ではもっと急速に， ボースでは徐々に，到達

していくのは， 19世紀の過程においてであっ

た 7)8)。」

ノール県全体の農業水準の高さについては，

統計学者モロー・ド・ジョネス (A.Moreaude 

Jonnes)が 1843年の『経済学』誌に寄せた論

文， 「フランスの穀物統計」 (Statistique de 

cereales de la France)に収められている「ヘ

クタール当り生産量」（単位， ヘクト・リット

ル）が，最も端的に教えてくれる。

最も数値の高い県 最も数値の低い県

ノール県 ・・・・・・20.74 ロット県 ……6.78 
セーヌ・エ・

ォワズ県 ・・・・・・19.55 ロワール県 ・・・・・・7.48 

ォワズ県 ・・・・・・18.76 ドルドーニュ県・・・・・・7.59 
セーヌ・エ・

マルヌ県 ・・・・・・17.87 カンタル県 ・・・・・・7.70 

しかもこの表は，ノール県農業の高度性をな

おほんとうには表現していないとも言える。な

ぜなら， ノール県とりわけフランドル地方で

は，他のフランス諸地方とは違って，麦類の栽

培は農業生産の中心的位置を占めておらず，

農家の自給用ないしは家畜飼料として副次的に

栽培されるに過ぎないからである。しかもなお

このように高い生産性が認められるのであるか

ら， ノール県， とりわけフランドル農業が如

何に高度なものであったかを推測すべきであろ

う。モロー・ド・ジョネスは，同じ『経済学』

誌の1847年第 1号にも「ノール県の農業統計」

と題する小論を寄せているが， その結びとし

て述べている次のような文章が印象的である。

「もしも）レイ十四世がヴェルサイユ宮殿の建築

を止め，もしもナポレオンがモスクワ遠征を止

め，その費用をわが国の最も遅れた県をこのノ

ール県並みに改造することに使ったなら，この

恩恵的な事業の成功によって，ョーロッパの歴

史が未だかつて知らなかったような偉大な栄光
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を獲ち得たであろうのに。」

1), 2)原語は ravesおよび navets.

3), 4), 5)いずれも家畜の冬期飼料用の株であ

る。未木科植物と豆科植物の混ったもの。

6)当時の人とはアーサー・ヤングを指す。

7) ドマンジョン，前出書 P.238 

8)エミール・ド・ラヴレー著『ベルギー農村経済論』

は，フランドル農業の主要特徴として，作物種類が

大変バラエティに富んでいること，間作 (cultures

derobees OU secondes recoltes)に当てられる面

積の広さ， 効力ある肥料の豊富な使用， および経

営規模の零細性をあげている (48頁）。そして， こ

の最後の特徴について，事柄はベルギー領フランド

ルについてだが，なお，次のように説明している。

「フランドル農業のこの第四番目の特別の性格は土

地の極端な細分割である。経営は，生産的土地面積

270,802ヘクタールの上に 78,498人の経営者が数え

られる西フランドル地方では，平均， 3ヘクタール

45アールしかないし， 88,305人の耕作者が218,098

ヘクタールを分割し合っている東フランドル地方で

は2ヘクタール48アールしかない。この平均自体が

きわめて狭小なものではあるが，それでもなお，こ

うした平均ではこの地方の農業の信じられない位の

細分化についてほんとうに理解させることにはなら

ない。公式統計は，西フランドル地方では45,073人

の経営者，すなわち57%が50アールに達しないし，

東フランドルでは 20ヘクタールを超える農場は 100

経営当りに 2つもなく， 50ヘクタールを超えるもの

は1,000経営に 1つもないことを明らかにしている。

海岸地帯を別にすれば， 45ヘクタールの農場は極め

てまばらに散りばめられている。コミューン当りに

精々 1つないし 2つ出会うだけであり，全く存在し

ないコミューンもある。この規模の農場が唯 1つも

存在しないような郡，テルモンド郡のような郡さえ

もある。 20ヘクタールをもつ農場は既に大耕作と見

倣されている。」 (p.66) 

(3) 県内諸地域の自然的及び社会的

特徴

ノール県は，主として）レイ十四世の時代にフ

ランス領に組み入れられた元ベルギー領の諸地

第 42 巻第 1~6 号

方からなり，フランドル，工ノウ，カンブレジ

の諸地方，およびアルトワ地方とヒ゜カルディ地

方の若干部分から構成されている。後に予定す

る分析のための予備的作業として，まず，そう

した県内諸地域の自然的及び社会的諸特徴を明

らかにしておこう。

まず，フランドル (laFrandre)であるが，

もともとここは粘土質の湿潤な平原であり，耕

作には必らずしも最適とは言えない地方であっ

た。然し，古くから商業中心地として栄えたそ

の恵まれた位置と，人々のたゆみない努力とに

よって， 18世紀末のこの時代には，前にみたよ

うな高い水準の農業地帯に育てあげられてい

た。

けれども，この地方の全部が同じように均質

的な発展を遂げていたわけではない。農業生産

の集約化が最高度に達していたのはリル (Li-

Ile)市周辺においてであったが，総じて北から

南へとその集約度を減じていく。以下，このフ

ランドル地方を構成する諸地方の特徴を自然的

諸条件を主にして概説しよう。

まず，北海に臨んで海岸平原 (laplaine 

maritime) が広がっているが， ここは既に中

世初期に干拓されたという歴史をもっている。

海面を僅かに上廻るだけの高さしかなく，東の

ムール地方 (laregion des Moeres) では，

しばしば海面以下でさえある。樹木のない平原

であり，とりわけ家畜の放牧飼育に適し，大農

場の存在も他の諸地方に較べて多い。 1790年に

作成された人口表によると，都市人口を別にし

て，平方キロ当り47人の人口密度である。農業

生産の集約度は後述のリル地方に劣るがなお極

めて高く，また， リル地方とは違って牧畜に相

当大きな比重を与えている。家畜は冬期だけ舎

飼いされる。
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同じフランドルでも，その南から始まってリ

ル市の南に至る内陸フランドル (laFrandre 

interieure)になると，状況は明確に変る。こ

こもまた平原であるが，高度は前者ほど低くは

なく，またその様相は複雑になる。所々に砂質

土壌の地域もみられる。この内陸フランドルの

中心は，比較的単調な平原で最も耕作に適した

リス川平原 (laplaine de la Lys) であり，

このリス川の北に連った丘陵地帯が粗林地方

(le pays au bois)である。そこでは，孤立農

家の周囲や生垣に囲まれた放牧地内の所々に樹

木が見られる。この内陸フランドルは，自然的

な肥沃度はさきの海岸平原に較べると劣るが，

人口密度は逆により大きく， リル市との結びつ

きが緊密である。ウェップ地方 (lepays de 

~゜

IOOKm. 

Weppes)と呼ばれる地域はリル市の西に位置

し，依然としてまだ沼沢の多いドゥール川上流

平原 (laplaine de la haute Deule) と，粘

土質の段丘によって分離されている。人口密度

182。 さらに， リル市の北東にはフェラン地方

(le Ferrain)がある。人口密度204,粗林地方

に似た性格の地域である。これらリル市周辺の

地域は極めて高い水準の農業地帯であり，｝レフ

ェーヴルは，「全フランドルのうちでも農業を

最も高い完成度に到達せしめていたのはリル地

方であった 1)」， と述べている。家畜は栽培牧

草や飼料作物によって年間を通じて舎飼いさ

れ，豊富な肥料を提供した。大量の人糞尿さ

え使用されるり。麦の収穫は小鎌 (lapetite 

faux ou piquet)を用いて株元から切り取ら
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れる。

リル市の南から，後で取上げる南部平原への

過渡地帯になる。石灰岩が姿をみせ，西をドゥ

ール川によって限られた肥沃で樹木の少ない平

原が展開する。ここは一般にメラントワ (le

Melantois) と呼ばれている。 もっと南に下っ

てペヴェル地方 (lePevele) に入ると，再び

粘土と砂が現われ，樹林と生垣を伴った前記の

粗林地方に似た景観になる。さらに南には18世

紀にはまだ多分に沼沢に掩われていた広大なス

カルプ 川平原 (laplaine de la Scarpe)が，

処々を森によって中断されながら横たわってお

り，ここがフランドルの南縁である。それらの

沼沢地は共同放牧地として利用され，したがっ

てこの地方では，さきの海岸平原と同様に牧畜

が相当大きな重要性をもってくるが，その粗放

性のゆえに，農業生産の集約度は遥かに低い後

進地帯である。粗林地方から南，スカルプ川平

原までの平均的な人口密度は 130である。

スカルフ゜川とエスコー川との間の，中世には

オストルヴァン (l'Ostrevent) と呼ばれた地

方（人口密度86)から以南が，南部平原 (la

plaine meridionale)である。人口密度約100。

ここは，北にむかって少しずつ傾斜した台地で

あるヒ゜力）レディ平原の一部分にあたり，カンブ

レジ地方 (leCambresis) と北部エノウ地方

(le Hainaut)とから構成されている。耕地は

一般に，きわめて粘土質の沖積土や，煉瓦粘土

ゃ，稀には砂質で軽いエルジュロン (l'erge-

ron) と呼ばれる良質の沖積土によって形成さ

れている。台地は一般に乾燥しており，住居は

集って大きな村落形態をとっている。そして，

川谷には牧草地も時には沼沢もあるにはある

が，樹林が少なく乾燥している点で，フランド

）レの湿潤で緑の多い平原とは対照的である。こ

第 42 巻第 1~6 号

の南部平原を構成するカンブレジ地方と北部エ

ノウ地方とは，土質の点ではむしろフランドル

を上廻るが，農業生産の集約度はずっと低い。

一方のフランドルが18世紀にはすでに近代的性

格を帯びた農業を発展させ，イギリスのそれに

匹敵することが出来たのに対して，この南部平

原は，依然として伝統的な農業方法を固執して

いた。ルフェーヴルは， 「18世紀の中葉まで，

南部平原の農業はフランドル農業のアンチテー

ゼをなしていた 3)」と述べており， また， 「南

部平原の模範とされたのはフランドルであり，

耕作の完成度は北から南に移るに従って低くな

る4)」とも述べている。牧草地はリル市周辺並

みに少ないのに人工牧草は栽培されず，家畜飼

育は，したがって，古い刈跡地共同放牧権に依

拠していた。厩肥は 9年に 1回施こす程度にし

か生産されない。「かくして南部平原は，将来

のノール県の内部にあって，麦の栽培，三圃制

休閑，及び羊の飼育に基礎をおくフランス農村

の農業を代表していた。大経営には便宜が与え

られているが，小農は独立の生産者となること

が出来ない叫」型は 4ないし 6頭の馬で牽引

され，麦の刈取りは大鎌 (lagrande faux)が

用いられた。

最後に，ェスコー川を東にむかって渡ってサ

ンブル川の方向に進むと，土地は高くなり，再

び放牧地や生垣や樹林が姿をみせ，やがて一面

の森林になる。耕地はなお，多くの教区で面積

の半分を占めているが，牧畜地方 (laregion 

herbag釘e) という呼び名にふさわしい景観に

変る。そして，この小石の多い牧畜地方は，農

業的には， ノール県の最も後進的な地方であ

る。人口密度はずっと少なくなり，アヴェーヌ

(Avesnes)地方で44,バヴェ (Bavai)地方で

53であるが， マロワル (Maroilles)付近だけ
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は67である。

1) }レフェーヴル，前出書， p. 191 

2) }レフェーヴ｝レ，前出書， p.192 

3) }レフェーヴ｝レ，前出書， p. 203 

4) }レフェーヴ｝レ，前出書， P. 4 

5) Jレフェーヴ｝レ，前出書， p. 206 

(4) ノール県農村の進化方向に関す

るルフェーヴルの見解

最初に，前記の『ノール県農民』の叙述の中

から，経営分布の地方毎の特徴とその進化方向

とに関して）レフェーヴルが述べている見解をま

とめておこう。

｝レフェーヴ｝レは， ノール県を構成している上

記のような諸地方の特徽を，経営規模別構成の

観点からみて次のようにまとめている。なお，

引用文中に傍点を付した個所があるが，

点はわたしが付けたものである。

この傍

「極大経営は南部平原と西オーストルヴァン地

方とに固有である。この後のほうの地方では，

40ヘクタール以上の経営者が土地の面積の半

分以上 (51%)を有していたし， 四分の一以上

(26形）が100,-..,200ヘクタールの諸農場によっ

て占められていた。 10,-..,40ヘクタールを耕作す

る農場群と合算すれば，それらの農場群が土地

の72%を占めることになる。エノウ＝カンブレ

ジ地方では，比率はそれよりやや規模の小さい

耕作を示す。 40ヘクタール以上が33形， 10,_,40

ヘクタールが27%, 100ヘクタール以上の農場

の占める耕地の比率は 10%弱であるが， 200-

300ヘクタールの経営の占める分はそれを上廻
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

る。……大規模経営は休閑地制度の執拗な存続
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
と貴族所有地の広大さとによって，容易に説明
. . . 
がつく。 .. ・・・・

牧畜地方 (le pays herbager)では， 中経

営と呼びうるような，もっと穏和な配分型が支

配的であると確言できる。休閑地は， ここで

は，牧草地が広いために前者と同じ程度には影

響力をもたないし，大土地所有地は，

森林によって構成されていた。

とりわけ

県内の他の極に位置する海岸平原 (laplaine 

maritime)と粗林地方北部 (lenord du pays 

au bois)とは，大経営の地方と見倣されうる。

海岸平原の土地の14形，粗林地方では 6-9彩

が 40-100ヘクタールの諸農場の間に分割され

ている。この比率は砂丘地方ではもっと，ずっ

とずっと大きい。これに対して， 10-40ヘクタ

ールの農場は特徴的な重要性をもっており，土

地の半分以上を占有している。平原部で58彩，

粗林地方北部で61形。小および極小経営は他の

どの地方よりも小さな比率をしか占めていない

のに，中経営は，南部平原 (13;15%)におけ

るそれの殆んど 2倍を占めている。事実，夫註. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
営は，この地方では，県南におけるように 1つ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
の最初からの型ではなかった。それは，われわ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
れが後で見るように，構成される途上にあった. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ように思われる。 5,.._,40ヘクタールの経営の明
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
白な重要性は，ワロン語地方フランドル 1)にむ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
かって南下するに従ってその特徴の全体が少し
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ずつ現われてくる，もっと古い時代の状態の痕. . . . . . . . . . . . . . . 
跡であると見倣されるべきである。 40ヘクター

ル以上の経営は少しずつ占有面積を喪い， リス

川平原およびウェップ地方に至っては 3-5%

にまで減少する。また， 10-40ヘクタールの経

営も，粗林地方南部ではもはや土地の半分以上

を占めることを止め， リス川の辺りでは 41%

に， もっと南では38%に， ドゥ:_Jレ川上流河谷

では30%にまで落ちこむ。これに反して，固有

の意味での中経営 (5,.._,10ヘクタール）は，他

- 27 -



経 済 学 研 究 第 42巻 第 1~6 号

のどの地方においてもこの地方に匹敵するほど

の面積を占めておらず，

に達している。

ウェップ地方では25形

そして小経営が土地の四分の

ーを獲得している。極小経営さえ再建されてお

り， ドゥール川上流付近では 9%に達してい

る2)。」

この長い引用文の中でルフェーヴルが，県北

地方の大農場に関して， これは「県南における

ように 1つの最初からの型 (untype originel) 

ではなかった。われわれが後でみるように，構

成される途上にあったように思える」， と述べ

ていることに注目すべきである。明らかにこの

ことは，ーロに巨大ないし大の農場とは言って

も，県南のそれと県北のそれとを）レフェーヴ）レ

がはっきりと区別していることを示す。明らか

に）レフェーヴ）レは，県南のそれは最初からの，

今後はむしろ後退する型であり，県北のそれは

構成される途上の型であると見倣している。県

北，すなわちフランドルのなかでも，なるほど

農業の集約度では 1))レ市周辺が最も高い完成度

に達しているが，農場規模の点では極北の海岸

平原のそれが最も大であり， その意味で海岸平

原こそがノール県農業の， とりわけ牧畜とより

密接に結びついた場合の進化方向を示すものと

考えられているように思われる。

ゥール川上流の川谷では30彩に落ちこむ。代り

に小経営の占める面積が増えて土地の四分の一

を占めるようになり，

きである」，

きであろう。

「けれども，

ことを止めなかった。

ドゥール川上流域では，

極小経営の占める土地面積が全体の 9%にさえ

達するようになる。前掲の引用文中にみる，「 5

,_,40ヘクタールの経営の明白な重要性は， ワロ

ン語地域フランドルにむかって南下するに従っ

てその特徽の全体が少しずつ現われてくる，

っとも古い時代の状態の痕跡であると見倣すべ

という指摘を充分に噛みしめるべ

この点は重要だから， もう少し詳しく見て

おくことにしよう。ルフェーヴ｝レは，農場統合

(r如 nion)に関して述べた個所で，次のように

述べている。すなわち彼は，まず海岸平原およ

び粗林地方では「陳情書で非難された変革」，

つまり農場統合が認められることを指摘したあ

とで言う。

リス川平原， リル地方， およびペ

ヴェル地方では事態は同じではない。確かに，

ここでも統合が知られていないわけではない。

……然し，大部分の場合，リス川平原とウェッ

プ地方では，中規模の経営及び所有が繁栄する

(Ha--アヴェルスケルク

も

そして彼は， その理由として，県南と県北と

における， さらにまた県北，すなわちフランド

ル地方の内部でも北の海岸平原と南のワロン語

地方とにおける， 5-40ヘクタールの経営の占

める重要性の違いを挙げている。まず， 10-40

ヘクタールの経営によって占められる耕地の割

合は，海岸平原では県南のそれの 2倍以上とい

う圧倒的重要性（海岸平原で58%,粗林地方北

部で61%)を占めるが，粗林地方南部で47%,

verskerque)では， 1772年から1789年の間に，

10ヘクタール以上の経営は土地面積の10%を失

しヽ， その分だけ 5ヘクタール以下の諸カテゴリ

がその面積を拡げた。ヴュー＝ベルカン (Vie-

ux-Berquin)では， 5ヘクタール未満の経営

リス川の辺りでは41%, もっと南では38%, ド

と10,..-,40ヘクタールの経営が同時に増大し，他
．．． 

方でそれ以外の諸カテゴリは後退した。ケース. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
は類似しており， 40ヘクタール以上の農場と 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,.._,10ヘクタールの経営とが共に解体し，その分
．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
だけそのすぐ下の階層がその地面を拡げた。…． . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

南部平原の全体において， 100ヘクタール以
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
上の大農場群は，若干のコミューンで現状維持
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
だったり僅かばかり面積をふやしたとはいえ，. . . . . . . . . . . . 
かなり顕著な削減を蒙った。最も規則的に増大

それに較べると変化の度合がずっと少なく，一

般に逆の方向を辿っている。混合と小作の両経

したのは， 40,..._,100ヘクタールの農場群であっ

た。 10-40ヘクタールのそれと，

ールの小経営は，

1 ,.._, 5ヘクタ

ヵヽfよりしばしば， それ以下の

諸カテゴリの利益において減退したり。」

X x
 

X X 

自小作別構成の変化に関しては，以下のよう

に述べられている。

「自作が主として極小経営によって代表され，

それより規模が大きくなるにつれてその比重が

低下することが観察されるのは興味深い。混合

もまた，一般に 5,..__,10ヘクター）レ，

,.._,40ヘクタールの経営群においてその最大比率

に達する。すなわち，

平原では再び60彩に，

ないしは10

それ以上の規模のカテゴ

リではその比重が減少する。所有地をもたない

小作農業者が，前にも述べたように最も多数で

あるのは，大経営者の間においてである。

けれども，全く所有地をもたない小作農業者

や借地人の比率は，北から南へと移るに従って

著しく変化しており，対立する諸地方の特徴づ

けを仕上げている。それは海岸部フランドルの

全部とワロン語フランドルの北部とで極めて顕

著である。海岸平原の75形や粗林地方北部の66

％から同じく南部の44%にまで下るが， リス川

フェラン地方では65彩に

上昇する。リル市西郊ではそれは依然として57

営を合算すると，

も全体の65形を，

を， リス川のあたりでは83%を，海岸平原では

87%を占めている。……

フランドルは，

スカルプ川の北では少なくと

ペヴェル地方の北では 70%

したがって，本質的に小作お

よび混合経営者たちの地方であった。海岸平原

を別にすれば，農民はそこでは，南部平原にお

けるよりも多くの土地を所有しており，粗林地

方では彼らの所有地は極めて広大である。けれ

ども，他のどの地方におけるよりも多くの農民

が，土地を借受けることによってその経営地を

補ったり，全く所有地のない場合にはその 1つ

を手に入れたり出来るのもまた，

いてである。逆に， カンブレジ地方や，

ルヴァン地方や，牧畜地方を含めたエノウ地方

の大部分においては，農民土地所有者はきわめ

て貧弱な地片しか持っておらず，

らかの小作地を自己所有地に付け加える必要は

強く感じるのだが，土地は大集塊単位で貸付け

られており，小作人の数は半分以下でしかなか

った 4)。」

）レフェーヴ）レはなお，

この地方にお

オスト

それだけに幾

この自小作別構成に関

形であり， ウェップ地方では 50彩である。 鋏
‘‘‘‘ 

し， この都市から南になるとその失墜は急激で

ある。メラントワ地方で40形， ペヴェル地方で

30%以下。そこを越えて更に南下すると，

平原で12彩， サンブル川の南で 8彩，

オス

トルヴァン地方およびバヴェ地方で19彩，南部

マロワル

付近で 4形にまで低下する。混合経営の比率は

しては，第 4章でも重要な指摘をおこなってい

る。すなわち彼は，巨大経営，特に巨大借地経

営の崩壊の恩沢をうけて，小ないし中経営が革

命後にとりわけ混合型経営として増加したと指

摘したあと，次のように述べている。

「これらの様々な利益に対して，県の 2大地方

は極めて異った参与の仕方をした。南の部分は

真の革命を蒙った。農村ブルジョワジーと並ん

で，真に数え切れない位に多い小経営者たちか

らなる農民的民主主義が構成されたし，所有地

を全く持たない貧農の割合は著しく減少した。
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フランドルでは，農村ブルジョワジーは南に較

べてより多数であったし，富裕さにおいても

南に劣らなかったが，しばしば南のそれに較べ

ると狭い面積の土地しか所有せず，借地農業者

が，なるほどその数が以前に較べると減りはし

たが，依然としてなおその大多数を占めてい

た。これらの農村ブルジョワジーよりも下位に

ついてみても，小土地所有者の割合は南部地方

におけるよりもずっと小さかったし，依然とし

て土地を全く持たない極めて多数の農村フ゜ロレ

タリアートが旧制度下の状態を想い起させてい

た叫」

X X X X 

｝レフェーヴルはなお，農家が経営的に自立し

うる最少限の経営地面積は，休閑地制度がなお

存続する県南地方では10ヘクタールであったの

に対して，集約耕作の行なわれるフランドルで

は5-7ヘクタールであったと示したあと，そ

のような自立経営が農家総戸数中に占める割合

が，フランドルの海岸平原では39%, ウェップ

地方では16%, ワロン語地域では 9-14形，県

南の南部平原では辛うじて 5-7形に過ぎなか

ったと述べている。

1)ベルギーは北のゲルマン系フラマン語地域と南の

ワロン語（フランス語）地域とにわかれていた。し

たがって，ワロン語地方フランドルとは南フランド

ルを意味する。

2)ルフェーヴル，前出書， pp.37-39。

3)ルフェーヴル，前出書， pp.53-55。

4)ルフェーヴ｝レ，前出書， pp.43-44。

5) }レフェーヴ｝レ，前出書， p. 546 

6)ルフェーヴ｝レ，前出書， pp.41-42。

(5) 巻末付表とその調整

以上に見たような｝レフェーヴルの見解は，そ

第 42 巻第 1~6 号

れがきわめて広汎な史料の精力的な蒐集と，そ

のきわめで慎重かつ綿密な分析とに支えられた

ものであるだけに，充分に似聴に値するもので

ある。『ノール県農民』には，その巻末に100頁

を優に上廻る旭大な資料が添えられているが，

それを前にしたわれわれは，｝レフェーヴ｝レの研

究の克明さと精密さとに，ただただ驚嘆するほ

かはない。

しかし，不満が全くないわけではない。それ

らの資料を整理して幾つかの統計表にまとめ上

げるのにルフェーヴルの採用している方法に

は，若干の疑問があり，わたしには，少くとも

次の 2点に関する調整が必要であるように思え

る。

第 1点。ルフェーヴ｝レは，調査対象の諸コミ

ューンを多数の比較的小さな地方単位に集計

し，それをそのまま北から南の順に配列して統

計表を作成しているが，これらの諸地方は，ゎ

たしが第(1)章で概観しておいたような自然的・

社会的な特徴を基礎にして， もっと少ない数の

地区にまとめ直すことが可能であるし，そうす

ることが必要であると思われる。つまり，調査

対象となっているコミューン群を事情の許す限

り大きいグルーフ゜群にまとめ，そうすることに

よって地方的な偶然的諸要因の混入を出来るだ

け取除くことが，この種の統計処理においては

必要であると考えられる。そこでわたしは，上

述の自然的・社会的特徴を考慮して，｝レフェー

ヴルの原表の掲げる諸地方を，さらにA, B, 

C, D, E, Fの6地区に括り直した。

この 6地区とは，具体的には次の如くであ

る。

A地区，海岸部フランドル (plainemariti-

me)。牧畜が相当大きな重要性をもち，

また大経営の存在する地方。
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B地区，粗林地方 (paysau bois), リス川

平原 (plainede la Lys), ウェップ地

方 (paysde W eppes) , フェラン地方

(Ferrain)など。最も代表的なフランド

Jレ。

C地区， リル市の西の郊外 (banlieue-ouest

de Lille)。工業都市リルの郊外。

D地区， ドゥール川上流河谷 (valleede la 

hau te-Deule), メラントワ地方 (Melan-

tois), カランボー (Carembault), ペ

ヴェル地方 (Pevele)など。フランドル

の南縁地方で南部平原への過渡地帯。

E地区，オストルヴァン地方 (Ostrevent),

南部平原 (plainemeridionale)。 伝統

的農業の地方。

F地区，マロワル地方 (regionde Maro-

illes), アヴェーヌ地方 (regiond'Ave-

snes), など。より粗牧な伝統的農業の

地方。牧畜， とくに羊の飼育に強く傾

斜。

もっとも，例えば社会階級別土地所有面積の

分布表などのように土地面積を分析の対象にす

る表では，その尺度が地方毎に， m (mencau-

dee, mesure), h (hectare), c (cents), ras 

(rasiere), b (bonnier) という具合に異って

いる場合があるので，本来は同一地区にまとめ

るべきものを， hを単位にするグループとmを

単位にするグループなど，複数のグループに分

けて集計せざるをえない場合があるのは止むを

えない。

第 2点。）レフェーヴルの原表では，革命の前

と後とを比餃するのに，革命以前の状態だけし

かわからないコミューンも，また逆に革命以後

の状態だけしかわからないコミューンも，共に

一様に掲げられている。けれども，わたしの場

合には，そのように 1時点の状態だけしかわか

らないコミューンはすべて取除き，同ーコミュ

ーンについて革命の前と後との変化を明示しう

る場合だけを集計した。このことは，変化や動

向について語る場合，当然に顧慮されるべき必

要条件であると思うからである。むろん，同一

コミューンについて革命の前と後の数値を共に

示しうる場合にも，果してその算出の基礎にな

っている原資料それ自体の性質が厳密に同じと

は限らない場合もあるであろう。しかし，この

点はさし当り）レフェーヴルの原表をそのまま信

用するよりほかない。

(6) 土地所有構成

前章で述べた処理方式に従って作成し直し

た「革命の前と後での社会階級別・土地所有面

積の変化」表（ルフェーヴルの原表では第皿

表）が第 1表である。ただし，前にも述べたよ

うに土地面積の表示単位が地方によって違うの

で，この表に関する限り，地区数が 6地区でな

<' 9地区になっている。また，｝レフェーヴ｝レ

の原表では，それぞれの地方の社会階級別・所

有地面積の合計とその地方の「総面積」とが

一致していない D。したがって，わたしの表の

「計」にはルフェーヴ｝レの「総面積」の数値で

はなく，すべて，それぞれの地方の社会階級別

・所有地面積の合計値を採用している。なお，

ここにいわゆる革命の前とは，原則として旧制

度の最後の10年間の日付をもつ史料に拠ったも

のであり，革命の後とは，原則として執政官政

府 (leConsulat)期および第一帝政初期の日

付をもつ史料に拠ったものである。例外的に

1795年から1799年までの日付をもつ史料，およ

び1807年以後の史料に拠るものが，副次的に利

用されている。
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第 1表 革命の前と後での社会階級別・所有地面積の変化
注，土地面積の単位が地方毎に異なるので，全地方の合計はできない。

所有地面積

地区 1門鰐贔:0):
農民芦叶貴族 l僧侶 1慈善院l計 燐民 l尻託 1貴族彩1僧侶 1慈善院1 計

A I 

前 2,906 5, 8341 I 974 1,328 42311, 465m 25 ＇ i I 
51 

8 7 -12 41100 5 
後 3,733 7, 337 811 0 42212, 303m 30 60 3 100 

B' 
前 6,331 3, 324 4 1, 348 1, 450 0 17212, 625 h 50 

237 6 11 5 -11 1 I I 100 13 
後 7,0594, 66 626 14212, 491 h 57 1 100 

B' 
前 7,1188 5,510 1,982 2,254 612I 1I 17, 476m 41 

432 1 11 8 1-13 
4 100 

3 
後 8,06 6, 825 1, 288 0 61316, 794m 48 4 100 

B'I I前 19,147 15, 696,23, 329 5, 628 ゚2,401 66,201 C ! 29 24 
351 9 

4 100 
10 

後 22,280 24, 167 16, 289 2, 343 65, 079 C 34 37 25 - 4 100 

C 
前 4,379 5, 959113, 201 9, 19211, 276s¥i 34, 007 C 13 18 39 27 4 100 

5 
後 7,71815, 366 8, 557 0 1, 56 33, 209 C 23 47 26 - 5 100 

D': 前 22,189 8, 917 22,249 7, 220 4, 314 64, 889 C 34 14 34 11 i 
71100 8 

後 34,967 15, 732 13, 816 0 4, 642 69, 157 C 51 23 20 - 1 100 

D' 8 
I前 1,619 667 1, 525 

後 2,502 1, 671 682 
57゚9 

E 22 前後 I 1 93, , 3473 3 0 1 1 , 可019言12 , 7 9 8 s • 82 。3 

F I前 5,796 g.o8a,l 0.667 , 53. 1 3, 236 0 15 
後 8,530

さて，第 1表の検討によって，われわれは，

まず，すべての地方に通じる現象として，革命

の前と後とでは，農民およびブルジョワの所有

地の割合が大幅に増加し，貴族所有地が大幅に

（僧侶所有地はすべて 0に）滅少していること

を知る。農民所有地は革命前の13-50形，平均

ほぽ30形が革命後は23'-'.58形，平均ほぽ4596に

．ふえており，ブルジョワの所有地は 5,__, 50形，

平均ほぽ21形から23-60形，平均ほぽ31形にふ

えている。

次に気付く点は，地区毎の差がきわめて大き

いということである。革命以前， A地区である

海岸部フランドルでは，ブルジョワ所有地の割

合が51% (農民所有地は25彩）を占めていたの

に， F地区では 5 %(農民所有地は35彩）しか

145 4,535 h 36 I ! 
15 34113 31100 

70 4,925 h 51 34 14 - 1 100 

36514, 378h 23 .1 I 3.9 19 . 4-7 31100 
46716, 273 h 58 3 100 

10~116, 567 h 35 .sl 4.8 39 . 2-0 1 100 

21 16,814 h 51 1 100 

占めていない。このブルジョワ所有地について

特に指摘しておくべきことは，商工業の発達が

最も高い C地区，すなわちリル市郊外地区でブ

ルジョワ地が18彩（農民地は13形）しかなく，

逆に貴族所有地が39彩（僧侶所有地が27%)と

大きいことである。これはこの地区に聖ヒ゜ェー

ル組合教会 (lacollegiale de St-Pierre)と

ルース (Loos)及びマルゲット (Marguette)

の両修道院が所在したからである。そのため

に，革命後の C地区は，農民地23形，ブルジョ

ワ地47形，貴族地26彩，僧侶地0形と激変す

る。

総じて，革命以前にすでに，フランドル地方

(A, B, C, Dの諸地区）では農民とブルジ

ョワの所有地の割合が相当高度に達していたと
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言える。他方，南部平原であるカンブレジとエ

ノウ，および南東部の牧畜地方では，農民地の

割合は高いがブルジョワ地の割合が低く，代り

に貴族および僧侶の所有地の割合が高い。

なお，｝レフェーヴルの記述から若干の補足を

行なっておけば，革命以前には，ノール県全体

の平均として， 19-20%の土地が僧侶に， 21-

22%が貴族に， 16-17%がブルジョワに， 30-

31%が農民に， 5-6%が市町村に， 2-3%

が慈善院などに， 4%が道路・河川・水路など

に所属していた叫

1)この違いは，おそらく，コミューンなどの自治体

所有地，道路などを加算するか否かによるのであろ

つ。

2)ルフェーヴ｝レ，前出書， p.11 

(7) 農民的土地所有

ルフェーヴ｝レの原表（巻末付表第VI表）から

第 1表の場合と同じ処理方式に従って作成した

のが第 2表である。ただし，面積の単位が地方

毎に異なっているため簡単には集計出来ないの

第 2表 地区別・農民土地所有者の階層別構成

時 農民土地所有者数 ％ 

期 喜0-1 i 1-5 [ 5-10110-40140玉。1100五。1計 I I I 140- l100-1 0-1 1-5 5-10 10-40 100 200 計

A 129 132 41 34 2 

革 B 3,039 1,747 318 211 6 

C 503 90 8 1 ＾ lliJ D 3,403 909 93 14 
即`＇ E 2,957 765 88 20 

F 1,527 908 208 83 3 

A 157 171 50 40 4 

革 B 3,596 2,050 357 199 6 

C 736 107 18 8 ＾ llP D 4,397 1,182 162 48 

後 E 4,737 1,503 215 141 10 

F 1,727 1,066 280 149 4 

A 28 39 ， 6 2 

増 B 497 303 39 12 

C 233 17 10 7 

D 994 273 69 34 

減 E 1,880 738 127 121 10 1 
F 200 158 72 66 

で，所有地面積については取上げることをあき

らめ，土地を所有する農民数だけを所有地規模

別に表示した。

この第 2表を検討してすぐに気付くことは，

地区毎の変化が著しいということと， 40ヘクタ

ール以上の土地所有者数がきわめて少いという

I 338 38.2 39.0 12. 1 10. 1 0.6 100 

5,381 56.5 32.5 5.9 3.9 0.1 100 

602 83.6 15.0 1.3 100 

4,419 77.0 20.6 2. 1 0.3 100 

3,830 77.2 20.0 2.3 0.5 100 

2,729 56.0 33. 3 7. 6 3.0 o. 1 100 

422 37. 2 40.5 11. 8 9. 5 0.9 100 

6,208 57.9 33.0 5.8 3.2 o. 1 100 

869 84.7 12. 3 2. 1 0.9 100 

5,794 75.9 20.4 2.8 0.8 100 

3 6,609 71. 7 22.7 3.3 2. 1 0.2 100 

2 3,228 53.5 33.0 8.7 4.6 o. 1 100 

84 1.0 1. 5 0.3 0. 6 0. 3 

827 1.4 0.5 0. 1 0.7 

゜267 1. 1 2.7 0.8 0.9 

1,375 1.1 0.2 0. 7 0.5 

3 2, 779 5. 5 2. 7 1.0 1. 6 0.2 

2 499 2.5 0.3 1.1 1. 6 

゜注．ゴチックは増加を示す。

ことである。 100ヘクタール以上を所有する農

民にいたっては，南のEおよびF地区だけに，

しかも革命後になって始めて出現するにすぎな

い。

次に気付くことは，とりわけ C, D, Eの諸

地区において， 1ヘクタール未満の極小土地所
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第4表 地区別・自小作別経営 数

時 地 経 営 数

期 区 自作 I 混合 I 小作 I

A 72 70 409 

大 B 1,657 1,334 4,519 

革 C 212 166 511 

命 D 1,239 1,210 1,054 

前 E 286 156 103 

F 550 162 31 

A 102 88 387 

大 B 2,310 1,497 4,011 

革 C 439 237 647 

命 D 1,610 1,594 813 

後 E 325 182 101 

F 653 166 59 

A 30 18 22 

増？ B 673 163 508 
チ

C 227 71 136 ツ

唸丘
D 37 384 241 

E 39 26 2 

F 103 4 18 

有農民数がきわめて多い点である。革命前， C

地区で84彩， D地区で77彩， E地区で77彩であ

った。革命後にもそれぞれ85粥， 76彩， 72形で

ある。 これに反して， A地区では， 革命前 38

形，革命後37形でしかない。

(8) 自小作別・経営規模別構成

自小作別・経営規模別経営数の動向を析出す

るために，前掲の 2つの表におけると同じ処理

方式に従って， Jレフェーヴルの第珊表からわた

し自身が作成したのが論文末尾に掲げる第 3表

である。ただし，ここにいわゆる自作 (faire-

valoir direct), 混合 (rnixte),小作 (ferrnier)

についての明確な概念規定は行なわれていな

い。しかし，おそらくは，すべてが自作地から

なる経営が自作，すべてが小作地からなる経営

が小作，両者の中間形態のすべてが混合として

彩

計 自作 I 混合 1 小作 計

551 13.0 12.7 74.2 100 

7,510 22. 1 17.8 60.2 100 

889 23.8 18.7 57.5 100 

3,503 35. 4 34.5 30. 1 100 

545 52.5 28.6 18.9 100 

743 74.0 21. 8 4.2 100 

577 17.7 15. 3 67. 1 100 

7,838 29.5 19. 1 51. 2 100 

1,323 33.2 17.9 48.9 100 

4,017 40. 1 39.7 20.2 100 

608 53.5 29.9 16.6 100 

878 '74. 4 18.9 6.7 100 

26 4. 7 2.6 7. 1 

328 7.4 1. 3 9.0 

434 9.4 0.8 8.6 

514 4. 7 5.2 9.9 

63 1.0 1. 3 2.3 

135 0.4 2.8 2. 5 

処理されているものと判断される。なお，第 3

表そのままではあまり複雑で見にくいので，自

小作別の視角だけから簡略化したのが上掲の第

4表である。

さて，第4表を検討して誰でも気付くこと

は，北から南へと地区を下るに従って，自小作

別の構成比がきわめて規則的に変化していると

いうことである。いま大革命前の自作の形につ

いてみれば， A13.0彩， B22.1彩， C23.8形，

D35.4形， E52.5形， F74.0彩と，北から南に

下るに従って極めて規則的に増加している。逆

に小作は， A74.2, B60.2, C57.5, D30.1, 

E18.9, F 4.2と規則的に減少している。混合

は，両者に挟まれて， D地区，すなわちフラン

ドルと南部平原との過渡地帯を最高に，北およ

び南にむかって滅少するという特異の形を示し

ている。大革命の前と後との比較では，全体と
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第 5表 地区別・経営規模別・経営数

時 地 経 営 数 ％ 

期 区 0-1 I 1-5 I 5-叫10-40I 40-100[100-2001200-JooJ 計 I I 5-110-140-1100-1200-1 O~l l~5 10 40 100 200 300 計

A 193 143 74 129 12 

革 B 4,393 1,792 663 633 29 

命
C 543 219 53 68 5 

D 2,127 1,030 180 111 12 
即‘’ E 376 125 15 18 7 

F 340 264 102 32 5 

A 206 154 82 125 10 

革 B 4,438 2,078 648 647 27 

＾ PP 

C 956 230 62 70 5 

D 2,380 1,263 212 152 10 

後 E 377 125 15 18 7 

F 379 264 102 32 5 

A 13 11 8 4 2 

増 B 45 286 15 14 2 

C 413 11 ， 2 

゜D 253 233 32 41 2 

減 E 1 47 12 3 2 

F 39 49 21 26 

゜
して小作が激減し自作と混合がその分だけ増加

するという形をとる。ただ，地区によって若干

の変化があり，大革命の前後の比較で，自作お

よび混合だけでなく小作の数も増える地区と

して，実数で CおよびF地区，％でF地区があ

る。

以上が地区別にみた自小作別構成の変化だ

が，こんどは同じことを経営規模別構成につい

てみよう。最初は，自小作別構成を組み込まな

い単純な経営規模別構成表を提示する。

第 5表がそれである。第 5表を見てまず言え

ることは，経営規模別構成においても，最南の

F地区を別とすれば，きわめて規則的な変化が

北から南にむかって認められるということであ

る。例えば，革命前の構成比をみると， 1ヘク

ター）レ未満のカテゴリは， A35.0, B 58. 0, C 

61.1, D60.7, E69.0, F45.8と， F地区を除

4 

2 

2 

551 35.0 26.0 13.4 23.4 2.2 100 

7,510 58.0 23. 9 8.8 8.4 0.4 100 

1 889 61. 1 24.6 6.0 7.6 0.6 100 

3,503 60.7 29.4 5.1 3.2 0.3 100 

545 69.0 22.9 2.8 3.3 1.3 0.7 100 

743 45.8 35. 5 13.7 4.3 0.7 100 

577 35.7 26.7 14.2 21. 7 1.7 100 

7,838 56.6 26.5 8.3 8. 3 0.4 100 

1,323 72.3 17.4 4.7 5.3 0.4 100 

4,017 59.2 31. 4 5.3 3.8 0.2 100 

608 62.0 28.2 4.4 3.5 1.5 0.3 100 

878 43.2 35.2 14.0 6.6 0.6 100 

26 0. 7 0. 7 0.8 1. 7 o. 5 

328 1. 9 2.6 0.5 o. 1 0.2 

1 434 11. 2 7.2 1.3 2.3 0.2 

514 1. 5 2.0 0.2 0.6 o. 1 

63 7.0 5.3 1. 6 0.2 0.2 0.4 

135 2.6 0. 1 0.3 2.3 o. 1 

いてきわめて規則的に増加している。逆に 5,..._, 

10ヘクタールのカテゴリーは， A13.4,B8.8, 

C6.0, D 5.1, E 2.8, Fl3.7と，同じく F地

区を別にして， きわめて規則的に減少してい

る。同じことは10,-....,40ヘクタールのカテゴリに

ついても見られ， A23.4, B 8.4, C 7 .6, D 

3.2, E 3.3, F 4.3と，ほぽ規則的に減少して

いる。そして，こうした規則性は，革命後につ

いても同じように認められる。なお， F地区だ

けがこのように例外的な動きを示すのは，おそ

らくは， F地区，すなわち牧畜地方のうち，調

査対象となっているコミューンがマロワル地方

のみであり，このマロワル地区は牧畜地方とし

ては例外的に人口密度の高い，特殊な地方であ

ることによるのであろう。

革命の前と革命の後とを比較して明らかにな

る最大の事実は， 1ヘクタール未満， 1,-...., 5へ
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クタールの両階層は，少くとも実数において

は，すべての地区において増加しているが，逆

に， 40,.._,100ヘクタールの大経営階層は，これ

またすべての地区において，実数においても構

成比においても，共に減少しているということ

である。 100,.._,200ヘクタール， 200,.._,300ヘクタ

ールの両巨大経営階層についてもまた，はっき

りと減少傾向が示されている。したがって，ゎ

れわれは，多くの人々が主張している両極分解

の傾向をここに認めることは出来ない。少くと

も，この第 5表についてみる限り，事態は明白

に， 40ヘクタール以上の大および極大経営の減

少， 1ヘクタール未満及び 1,.._, 5ヘクタールの

極小ないし小の経営の増加であると言わねばな

らない。あるいは， 5 ,.._,10ヘクタールの経営も

また B地区を除くすべての地区で増加している

ので，この階層を含めて40ヘクタール以下の中

第 42 巻第 1~6 号

・小・極小の経営の増加と言うことも出来よ

う。ただし， 10,...__40ヘクタールの階層は， Aと

Fの両地区においては滅少し，残り 4地区にお

いては増加しているので，ほぽ増加の傾向とは

認められても，地区別の違いを無視しえない。

とりわけ，この10,...__40ヘクタール階層がF地

区は兎も角， A地区においても減少しているこ

とには，大きな注意が払われるべきである。さ

きに(4)章において， われわれは， ｝レフェーヴ

ルの，「県内の他の極に位置する海岸平原と粗

林地方北部とは，大経営の地方と見倣され得

る」という見解をみたし， 「事実， 大経営は，

この地方では，県南におけるように 1つの最初

からの型ではなかった。それは……構成される

途上にあったように思われる」という理解をみ

た。 しかし， このような｝レフェーヴルの見解

は，今や修正を要するように思える。 ,A地区，

第 6表

時

期

大

革

命

前

地

区,~乍！
A 40 11 142 

B 1, 271 237 2, 885 
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すなわち海岸平原においても， 40-100ヘクタ

ールの大経営はむろんとして， 10-40ヘクター

ルの経営さえもが，実数において 4'比率にお

いて 1.7の減少を示しているからである D。た

だし， B地区，すなわち粗林地方南部からリス

川平原にかけての最も代表的なフランドル地区

のそれとの対比においては，確かにA地区は，

たとえ大経営とまでは言えないにしても将来は

大経営への成長を展望しうるような中経営を，

「構成する途上にあった」とは言えるように思

われる。 B地区の革命前と革命後を比較すれ

ば，そこでは， 5-10ヘクタールの階層さえも

減少し，その分だけ 1-5ヘクタールの零細経

営が激増するという形を示しており，これは，

南から北への順序で進む，巨大ないし大規模の

経営の崩壊→中経営の増加→小経営の増加とい

う進化のプロセスが，ここ B地区でその極点に

10~40 40~100 

自作 1混合 1小作！ 計 自作 l 混合 l小作 1 計

4 29 96 129 

゜
3 ， 

17 278 320 633 2 17 10 

2 30 36 68 

゜゜
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7 108 39 111 1 6 5 
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゜7 24 1 32 1 2 2 
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゜
， 

25 320 302 647 

゜
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゜
1 4 
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゜
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゜
3 2 

゜
13 17 4 1 3 
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゜゜6 2 6 2 
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3 13 18 41 
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゜
1 1 

15 10 1 26 1 1 

゜

12 

29 

5 

12 

7 

5 

10 

27 

5 

10 

7 

5 

2 

2 

゜2 

2 

゜

到達しているものと理解することも出来るから

である。つまり，さきにみたA地区の姿は， B

地区においてその極点に達した経営規模縮少化

の動きが，転じてこんどは小経営の統合→中経

営の増加→さらにはあるいは大経営の増加まで

も，という展望を示しているものとも理解する

ことが出来る。そして，この点で注目すべき

は， B地区における10,-..,,40ヘクタール階層の14

経営の増加であり，この増加分の14経営は，そ

の一部分が 40,-..,,100ヘクター）レ階層からの転落

によるものであることは明白だが，他の部分は

5~10ヘクタール階層からの上昇によるものと
判断される。すなわち B地区の 5,..._,,10ヘクター

ル階層においては， 10,-..,,40ヘクタールと 1,-..,,5 

ヘクタールという上下の階層へむかって両極分

解が既に始まっている，と理解することが出来

る。

100~200 200~300 

自作！混合小作 1 計 自作！混合！小作！ 計

゜゚
1 1 

゜
3 1 4 

゜゚ ゜゜
゜

2 

゜
2 

゜゚
1 1 

゜
1 1 2 
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最後に，これまではそれぞれ別個に検討し

てきた自小作別構成と経営規模別構成とを組み

合せるとどんなことになるか。その表はすなわ

ち，第 3表ということになるが，見易い形に組

み変えて実数の分だけを掲げておく。すなわ

ち，第 6表である。

まず自作についてみると，少くとも 1ヘクタ

ール未満， 1,_, 5ヘクタールの両階層に関する

限り，前者のE地区を除いて，すべての地区

で増加している。逆に小作は， 10,..._,40ヘクター

ル， 40,..._,100ヘクタールの両階層において，す

べての地区において減少している。また混合

は， 1,_,5ヘクタールのE地区， 5-10ヘクタ

ールの F地区， 10,..._,40ヘクター）レの F地区を別

にすれば，その他のすべての地区で，かつまた

1ヘクタール未満のA及び F地区を除いて，他

のすべての階層において増加している。

したがって，全体的動向としては，小作経

営，とりわけ大規模の小作経営の減少，自作及

び混合経営の増加，とりわけ，極小ないし小規

模の自作経営と，小ないし中規模の混合経営の

増加を読みとることが出来る。

1)エミール・ド・ラヴレーの『ベルギー農村経済論』

は，北海沿岸フランドルについて，事柄はベルギー

についてだが次のように述べている。

「海岸地帯は，フランドルのうちで大耕作の地方と

見倣されている。それというのも，この地帯では，

20~50ヘクタールの農場が支配的だからである。強

力な繋駕を必要とする地面の固く緊った性質，気候

の特別な条件が，耕作者たちの行ないうる競争を制

限し，その結果，経営の細分化が阻止される。王国

全体については， 100ヘクター）レ当りの平均経営者

数は80人であるのに対して， Furnes小郡では19人

でしかない。ここでは，牧草地に当てられる広大な

面積が人口数を制限する傾向がある。フランドルで

は稀なことだが， 1,000ヘクタールの面積に2,300人

の住民しかいないコミューンにさえも出会う。黎で

耕やされる土地のうち，半分弱が小麦の栽培にあて

第 42 巻第 1~6 号

られ，残余の部分には大麦，そらまめ，燕麦，およ

びクローバが栽培される。」 (pp.31-32) 

然し，この海岸地帯でもまた，大農場は解体傾向

にあったことをラヴレーは指摘している。「Nleu-

portの付近では，前世紀末には，依然としてなお，

最も小さいものも400~500アルパンを超え，最も大

きいのは 1,000アルパンを超える 8ないし10の農場

が数えられた。……この時期以後， これらすべての

大農場は解体された。」 (p.31) 

2)エミール・ド・ラヴレーは，フランドル地方にも

古い型の大農場が存在したことを指摘している。

「人々はさらに，大部分のコミューンにおいて，種

牛1頭を養い多数の羊を飼っている約50ヘクタール

の農場 1つに出会う。通常，これらの大農場は古い

起源のもので，フランドル全体の中で特別の様相を

呈している。水を満たした深い堀が建物群に周囲を

かこまれた広い中庭を取り巻いている。そこに行く

には， 1つは車用， 1つは歩行者用の 2つの門をも

ち，強固な作りの破風作りの建造物をいただいた橋

を渡らねばならない。昔の城館のように保護されて

いるこれらの農場は，富裕な耕作者が掠奪者たちの

攻撃に対して防衛する必要があった時代を想い起さ

せる。」 (p.90) 

(9) 大農場解体の原因

県北では大きな農場が形成されつつあるとい

うのに，県南ではなぜ極大農場が解体されつつ

あるのか。）レフェーヴ｝レは，この点に関して

も，極めて貴重な教示を与えている。

「極大農場は，おそらくは，家内工業の偉大な

発展のために，充分な労働力を獲得する上に何

らかの困難を感じていたようである。エノウ地

方北部では，休閑地の後退もまた，より規模の

小さい農場の発達を促進することが出来た。カ

ンブレジ地方においてさえ，大規模経営者がそ

の農場の相当大きな部分を地片毎に又貸しする

のが見られた。県の南部が模倣に努めたのは，

おそらくは，小耕作の地方であり農業上のモデ

ルであったフランドル地方の影響であったし，
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. . . . . . . . . 
この影響は， とりわけ，自ら 1つの経営を手. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
に入れたいと熱望している多数の農民たちに何. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
らかの満足を与えるように世論を導いた。変革

は，諸々の農業進歩と時を同じくして， 1760年

頃始まったようである。………10ヘクタール以
． 

上の土地所有がいくらか増えたのと同様に，純
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
小作が殆んど常に混合経営の利益において馘少
．． 
した。かくしてこの平原は，大借地農たちの寡

頭政治に較べるといくらかは排他性の少ない，

農村ブルジョワジーの形成が描きあげられてい

くのを見た。 40ヘクタールは， この地方では，

その半分規模のフランドル農場にしか匹敵しな

いし，実際上この地方は， そうすることによっ

て， フランドル， とりわけその北の部分に接近

する傾向をみせた。

牧畜地方では， 5 ,....,40ヘクタールの経営群も

また，他のカテゴリの犠牲においてその面積を

拡げる傾向をみせた。これらの経営群は，刈跡

地共同放牧権の廃止によってその発達を助けら

，れた。この地方でもまた純小作は， もっともこ

の地方では元々が他の地方に較べて少なかった

のだが，衰退していった因」

ルフェーヴルはさらに， 「農業危機」を取扱

った別の個所でも，同じ南部平原について同じ

ような見解を述べている。
．．．．．．．．．．．．．． 

「この地方が，大農場を解体すると同時に中土. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
地所有の犠牲において自己所有地を増やした農. . . . . . . . 
村ブルジョワジーを， もしも既に形成し始めて

いたとしても，大借地農業者たちの小規模寡頭

政治は，依然として他の地方と同じように優越

的であった。極小規模の土地所有者や経営者が

蜻集しており，彼らの境遇は，所有地も経営も

持たない極貧農 (manoeuvriers) のそれを大

幅に上廻ることはなかった。もっとも， この後

者，すなわち極貧農はフランドル地方における

よりも数が少なかったのだが。かくして，南部

農村の人口の圧倒的部分は，その存在条件の結

果としてもたらされる利害及び感情の共同体に

よって，革命的行動にむけて強固に結合されて

いた叫」

以上において）レフェーヴルは，小規模寡頭支

配をおこなう大借地農業者たちと，彼らの経営

していた大農場の解体を利用して所有地と経営

地とを拡大する農村ブルジョワジーとを区別し

ており，前者を今後益々後退する古い型の経営

者として， また後者を混合型的な前進をおこな

う新しい型の経営者として理解しているように

思える。

ただし，｝レフェーヴルの『ノール県農民』は，

いっけん右のような理解に矛盾するかと思われ

る叙述をもまた展開している。すなわち｝レフェ

ーヴ｝レは，ケノワ (Quesnoy)地方の農業協会

員で大借地農業者でもあったフ゜リション (Pli-

chon)の， 農場解体に反対する議論にふれた

後で，次のように述べている。

「耕作は多大の世話を必要とするが， フランド

ルで生じた事態とは逆に， 大借地農業者たち

は，彼らの耕地を小耕作者のそれより遥かに立

派に維持することが出来たし， このような彼ら

の断言は， おそらくは余りにも絶対的な形で述

べられ過ぎてはいるが，ありそうもないことで

はない。こうした小農たちの劣等性には彼ら大

借地農業者自体も責任があった。それというの

も，彼らは，それら小農たちの畑を他に仕事が

全くない時だけしか耕やしてやらなかったし，
. . . . . . 

他方で小経営者たちは，亜麻やなたねやたばこ

を培栽しているフランドルの人々のように手入

れ回数を増やすことを何ら強制されていなかっ

たからである。ヘクタール当り平均生産高は，

1789年においてもなお，各種の発達が北部エノ
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ウに較べて顕著ではなかったカンブレジ地方で

は，麦16ヘクト・リットルを超えなかった叫」

ここでは，フランドルでは小耕作者のほうが

大借地農業者より生産性が高いのに，南部では

逆に，大借地農業者のほうが小耕作者よりも高

い生産性をもっていたと指摘されている。この

指摘は，｝レフェーヴルも認めているように，そ

のまま真実を物語っていたとは思われないが，

確かに重要な指摘であると言わねばならない。

だが，それでは｝レフェーヴルの見解は矛盾だ

らけで信用できないのか，と言えば決してそう

ではない。彼はまた，次のようにも述べている

からである。

「南部平原における 100ヘクタール以上の大農

場の， 40-100ヘクタールの諸経営への緩慢な

分割は，それが耕作の諸条件に合致する限りで

は，経済的見地から考察して満足すべき展望を

開きうるものだった 4)。」

そして，ここにいわゆる「耕作の諸条件に合

致している限り」とは，前にみたように， 1760

年頃から始まる南部農業のフランドル風農業へ

むかっての転換，ここではとりわけ，休閑地制

度の後退現象を指すものと理解される。南部農

業が伝統的農法に留まりうる限りは，そしてま

たそれを支える社会的・経済的な構造が強固で

ある限りは，大経営は小経営に対して当然に優

越する，しかし，フランドル農法の滲透が始ま

る時点からは，さらにまた古い型の労働力構造

が崩壊し始める時点からは，両者の関係は逆転

して大農場の解体が始まる，われわれは，｝レフ

ェーヴ｝レの見解をこのように理解しえないであ

ろうか。

フランドル農法の南部地方の滲透について

は，｝レフェーヴルは次のように述べている。

「1760年から大革命にかけて，フランドル風の

やり方が漸次にこれらの諸地方に滲透し，ェス

コー川中流からエノウ地方の白亜質台地を越え

て，オーシィ (Haussy)およびソレーム (So-

lesmes) を経て， カンブレジ地方それ自体に

到達した。 1789年には，モルターニュ (Mort-

agne)およびコンデ (Conde)の両地方，およ

びヴァランシェンヌ (Valenciennes) 地方が，

フランドルに合体されたものと見倣され得る。

この地方では，牧草地および林地 1に対して耕

地は約％と数えられた。前 2つの地方では土地

は余りに砂質に過ぎたので小麦の栽培に適しな

かったが，休閑なしに，ライ麦，燕麦，をとを
．．． 

次々に，そしてまた亜麻となたねとが栽培され

た。手鋤 (Palot)での作業が行なわれ，小鎌

(piquet)での麦の収穫が行なわれた。コンデ

地方では，人工牧草地が大発展を遂げた。鉱山

が大量の人口を集め，ために未墾地は殆んど開

墾し尽くされたし，コンデ地方産の馬鈴薯は評
. . . 

判になった。たばこの栽培が，コンデおよびヴ

ァランシェンヌの周辺で共に盛んになった。ブ
シャテルニ

シャン城主領は当然にその発達を継続した。亜

麻が通常の輪作体系に組み入れられた 5)6)。」

1)ルフェーヴル，前出書， pp.55-56. 

2) }レフェーヴ｝レ，前出書， p.102

3)ルフェーヴ｝レ，前出書， p.207

4)ルフェーヴル，前出書， p.56 

5)ルフェーヴ｝レ，前出書， pp.208-209 

6)エミー）レ・ド・ラヴレーは，農場解体の理由につ

いて次のように述べている。

「ある程度の規模をもった経営は，たとえそれが唯

1人の地主の手中に留まっている場合にさえも，き

わめて単純な理由から細分化する傾向をもってい

る。その理由とは，細分化して貸付けたほうがより

高く貸付けうるという理由である。村落の近くに位

置する農場は，村落に集住する住民たちの競争が作

り出す巨大の価格釣り上げに抵抗できない。殆んど

すべてのコミューンで，以前はヘクタール当り70な
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いし80フランで貸しつけられていたいくつかの農場

が，今日では， 10ないし20アー）レの地片に分割され

て120ないし150フランをもたらしているのが見られ

る。こうした細分割は，純生産物及び粗生産物を増

加させる。土地はより良く耕やされ，より沢山の肥

料を与えられ，生産性は高まる。…•••大耕作だけが

土地に適切な輪作方式を与えることが出来るし，そ

のもっているすべての生産力を働かせるのに必要な

資本を土地に与えることが出来るという，かなりに

信用を得ている見解がある。フランドルでは，真実

なのはその反対である。一般に，土地は，経営の規

模が小さければ小さいだけ，それだけ益々多くのも

のをもたらし生産する。」 (pp.67-68)。

(10) 大農場の労働力構造

大農場の労働力構造について）レフェーヴルが

述べている個所があるので，参照しておこう。

「原則として，約20ヘクタールの経営が 1人の

梨夫 (unvalet de charrue ou carton), 1 

人の手伝い年雇 (unsecond valet), 及び 1人

の年雇女 (uneservante)を雇った。第一の人

物は馬を御し，雇主と協力して農作業を主宰し

た。第二の人物には純粋な手作業，すなわち，
. . . 

除草，なたねや馬鈴薯など鮮耕作物の溝上げ作

業，牛小屋や馬小屋の掃除，溝や道路の維持，

麦打ち作業を課せられた。賃金は低く仕事の疲

れはひどい。女年雇は家畜の世話にあたり，日

に3度も牝牛の乳を搾り，パンをこねて焼きあ

げ，女主人を助けてバターやチーズを製造し，

家事仕事にあたり，麻や羊毛を紡ぐ。時には草

取りもした。農場の規模に応じて子供も働き手

に組み込まれ，大人の替りをしたり大人の手伝

いをした。男の子は羊の番に，女の子は家事や

紡ぎ仕事に，そして，その何れもが草取りに使

われた。……大経営だけが，すべての農業賃労

働者中で最も独立的で最も高賃金を支払われた

羊飼 (unberger)を 1人雇った。これらすべ

ての年雇 (domestiques)は，当然に賄い付き

であり，宿所を与えられた。彼らは年極めで雇

われた。梨夫は100-120リーブル，手伝年雇は

それより％少なく，羊飼はそれより％多い賃金

を貰った。……これらの賃金は，一部分は麦で

聖ジャン祭の日に，他の一部分は貨幣で万聖節

(11月1日）に支払われた。

耕作者 (cultivateur)は，常庸人員数を最少

限に引き下げるために，除草，シャベルでの畑

の溝作りと溝浚い 1)について，手伝いの日雇労

働者を時々雇うことを余儀なくされた。この点

で，亜麻，そしてとりわけ，支柱を添えてやら
．． 

ねばならない上質亜麻，ホッフ゜およびたばこ，. . . 
移植の必要ななたね，のような富裕作物は，日

雇労働者にとってきわめて恩恵的であった。女

たちはまた亜麻の水漬け作業をおこなった。溝

上げ人夫や溝浚い人夫はしばしば請負いで仕事

をしたが，こうした労働者の大部分に食事が給

された。この場合，賃金は冬に 10~ノル，夏は15

ソルで計算され，平均12~ノル 6ドニエが通り相

場だったようである。……

年雇は酷い取扱いをうけたし，賃金もより高

く支払われたわけではなかったが，扶養すべき

家族をもたなかったので，パンは保証されてい

た。小農 (lem如 ager) は， その境遇として

は耕作者 (lecultivateur)のほうにより近か

ったが，しばしば元農場年雇であり，その子供

たちの誰かをより容易に雇って貰えた。日雇労

働者は物乞い以外に頼れる手段をもたなかっ

た 2)。」

このような農場年雇は，しかし，その位置の

良さのために，かつまた恵まれた地下資源のゆ

えに，古くから各種のエ鉱業が発達していたこ

のノール県では，エ鉱業労働者に転化するとい

う可能性を常にもっていた。エ鉱業の発達状態
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について今ここで詳述する余裕はないので，

『ノール県農民』の第 1部第 8章「農業労働力

と農村工業」が，約10頁にわたって詳述してい

ることを指摘しておくに止める。

1 , 2の関連個所を引用しておく。

「耕作にあまり人手を使わない牧畜地方や，極

めて人口桐密なアズブルック地方やワロン語地

方フランドルでは，さまざまの種類の工業，す

なわち，最初の地方での木工業，採石場および

鉱山，冶金業，製陶業，麻および羊毛工業，他. . . 
の2つの地方における製油業，製革業，たばこ

製造業，各種の織物業が，多数の農民たちを雇

傭していた。南部平原では，多数の村落民の生

活が襟飾りの製造に依存していた叫」

「旧制度の末期に，工業は次第にますます多量

の労働力を必要とし，食料品価格の昂騰が続い

たので，少くとも著しい割合で賃金増加が見ら

れるだろうと期待された。農村の労働者はきわ

めて従順とは見倣されなかった。革命の期間

中に，賃金に最高限度枠をあてはめようとした

時，人々は彼らの同盟に多大の不満を表明して

いる。他方で農場年雇たちも，小作農業者に対

して，あたかも後者が地主に対してそうしたよ

うに，この同盟戦術を使用した。彼らは解雇さ

れることを認めなかったのであって，小作農業

者たちのそれよりずっと一般性が少なく，かつ

また，とりわけ有効性が少なかったとはいえ，

賃金労働者の mauvaisgrが）もまた存在した

のである入」

「1789年以降，木綿の機械製糸が殆んど紡ぎ車

を排除してしまい，帽子や靴下やシャツなどの

雑貨製造業では，織機の増加によって大部分の

編物女が姿を消してしまった。すでに工場がそ

の数をふやし，蒸気機関が現われた。ノール県

の大工業は農村の貧農たちを自分の手許に呼び

第 42 巻第 1~.6 号

集めることによって農業問題を解決していった

が，その結果として別の問題が出現したほどで

ある叫」

1)フランドル地方は極めて集約的な農業地方である

が，農具の発達は比較的に遅れていた。耕転は精々

2頭の馬によって牽引される比較的軽い梨によって

行なわれた。前輪部のない，脚ゾリのついた，ブラ

バンと呼ばれる型も副次的に使用された。耕起の深

さは浅い。そこで，この耕起の不充分を補うために

行なわれる作業が溝上げ作業 (ruotage)である。

播種の前に，まず手鋤 (palot)で土を堀り起し，そ

の土を両側にほうり上げて，深さ 1択，相互の間隔

3メートルの畝溝を作る。このようにして作られた

盛土を梨で平らにすると，軽く凸形に隆起した細長

い畝の間に浅い溝 (ruot)が残る。年毎に畝溝の取

付け場所をずらすことによって，耕土が地表にもた

らされることになる。さらに，播種の後で行なわれ

る溝浚い作業 (palotage)によって補充作業が行な

われる。この作業は，作畝の排水をよくするために

手鋤を (palot)用いて溝 (ruot)を深める作業であ

る。これらの作業はすべて人手で遂行され， したが

って多大の費用を伴った。）レフェーヴ｝レ，前出書，

p.197. 参照。

2) }レフェーヴル，前出書， pp.277-279 

3) }レフェーヴル，前出書， p.288

4)最終章 (12章）の説明をみよ。

5) }レフェーヴ｝レ，前出書， p.290

6) }レフェーヴル，前出書， p.547

(11) 労働力構造に関するポステル・

ヴィネの見解

労働力構造に関しては，前記『農業資本主義

と地代』の中で述べられているポステル・ヴィ

ネの見解もまた，参考にされねばならない。

彼は，封建社会の胎内から資本主義が誕生し

ていくその端緒期における賃金の在り方を考察

して，次のように述べている。

既に資本家的生産様式が確立し，労働力の再

生産の殆んどすべてがその内部で行なわれるよ
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うになった段階においては，労働者は，人格的

にもまた生産手段からも自由な労働力として，

当然に，自らを再生産するのに充分なだけの賃

金を受取る。けれども，資本主義的生産様式の

端緒期においては，労働者は，一方ではまだ完

全に生産手段から分離されておらず，他方では

まだ完全な人格的自由を獲得していないため

に，その労働の報酬はむしろ低下する傾向があ

る。かくして， 18世紀のスワソン地方における

収穫夫や脱穀夫の賃金は，驚くほどの低賃金で

あった。

「農場年雇 (lesdomestiques de ferme)さ

えも，―すなわち，農業資本家への奉仕に最

も完全に入りこんでいる人々さえも一ー，賄い

分のほかに極めて低い賃金を受取るにすぎな

ぃ。それは単なる小遣い銭にほかならず，それ

らの賃金額は， 1750,...._,60年には，年間40リーヴ

ルから50リーヴルを決して超えなかった。この

ように低い賃金は，これらの常雇い労働者たち

の大借地農業者に対する全面的な従属によって

説明がつく。彼らの大部分は，彼らの耕やす数

地片を彼らの両親からまだ分けて貰っていない

若者たちである。彼らを養ったり彼らに仕事を

与えたりすることの出来ない諸経営から一時的

に追い出された彼らは，いずれは家族の畑を分

けて貰って零細農 (manoeuvriers)になるこ

とを期待しながら，差し迫って仕事口を見付け

ねばならないのである 1)。」

けれども，このような年雇労働力の調達は，

資本主義的生産様式がより以上に普及してくる

と，当然にも，次第に困難になってくる。

「資本は，一方では，可能な限りフ゜ロレタリア

化された，したがって最も従属的な，新しい労

働過程に最も適合した，労働力を求める。この

ことは，土地と結びついた，彼ら固有の労働過

程の遂行者である，フ゜ロレタリア化の過程にあ

る農民からなる農場周辺の労働力を，あまりに

自律的にすぎ，あまりに柔軟性の少なすぎるも

のと見倣すようにしむける。例えば，農場周辺

の貧農よりも出稼ぎの刈取人夫部隊のほうを選

ぶようにしむける。けれども，それのみが労働

過程変革の完成を保証するこうした傾向の完全

な発展は，それと矛盾する 1つの傾向と衝突す

ることになる。……彼ら（大借地農業者）は，

彼らの賃労働者の不安定性を慨き始める。＜殆

んど一般的なものになってしまっており，かつ

また借地農業者たちが特別の変調さを伴うこと

なしにはそれを免れることが出来なくなってし

まっている 1つの悪弊は，しばしば，とりわけ

繁忙期に，彼らの作業手順を狂わせ，耕作の諸

作業にソゴを来させたり遅延させたりする，彼

らの年雇たちの不安定性，絶えざる入れ替りで

ある。この不便は数年前から顕著に感じられる

ようになったし，依然として終始増加しつつあ

る。)>2)」3)

そして，この頃になると，こうした不安定性

だけでなく，彼ら年雇たちの賃金水準そのもの

が高くなってくる。

「事実，きわめてしばしば，農業年雇の給金そ

れ自体が増加した。彼らこそは，農村労働のう

ちの最も多く＜自由になった＞部分，すなわ

ち，最も深く資本への奉仕に入りこんだ部分で

ある。地方への結び付きの紐帯が弱まるのに比

例して彼らが真の＜流浪者＞になるのを避ける

ために，雇主は彼らの報酬を引上げることを認

めざるをえなかった。彼らは，もはや昔のよう

に，食事，宿，夜具，およびほんの僅かな小遣

銭を支給されただけで経営内に留って居たりは

しない。現金支給額はこの期間内にしばしば

2倍になり，世紀末頃には 100リーヴルに達し
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た 4)5)。」

1)ボステル・ヴィネ，前出書， p.83

2)この引用文は Observationsgenerales sur l'a-

griculture de l'arrondissement de Soissons, par 

J. -F. Brayerに拠っている。

3)ポステル・ヴィネ，前出書， p.101

4)ポステル・ヴィネ，前出書， p.106 

5)是永氏の論文から関連個所を引用しておこう。

「大フェルミエの経営は，資本家的性格のそれとし

て，雇用労働に依存した。 18世紀の大フェルミエの

標準的経営 (100~200ヘクタールの規模）において

どの程度の雇用労働力を用いたであろうか。雇用労

働力は常雇と臨時雇に区分すると，常雇は黎耕労働

者 (charretiers),羊飼 (bergers),牛飼 (vachers),

奉公人 (hornme de cour)等からなるが，常雇の数

は13~14ヘクタールに 1 人程度の割合であったと推

定されている。したがって，大フェルミエの経営に

は， 10ないし10数人の常雇がいることになろう。だ

が農作業の多く，とくに脱穀，収穫，厩肥散布など

は，臨時労働に出された。そして，農繁期とくに麦

刈りには数十人にもおよぶ多くの臨時雇が動員され

たとみられる。常雇は多くは若年労働力で，将来零

細な家族経営を継いで，貧農ないし半プロレタリア

農民となるような者からなっていた。臨時雇の労働

力は広範に存在する貧農や半プロレタリア層から供

給された。」 （『農業総合研究』第28巻，第 3号， p.

136) 

(12) 補論。スワソン地方に関するポ

ステル・ヴィネの研究

ポステル・ヴィネのスワソン地方に関する研

究は，既に是永氏の詳細な紹介があるので，こ

こで再びその全体にわたって検討を繰り返す必

要はない。しかし，ノール県農村に関する上記

のような）レフェーヴ）レの研究との関連におい

て， 1 , 2の点に限った参照は必要であると思

われる。

まず最初には，彼が，旧制度下の大農業経営

はヘクタール当りの不変資本において何らの進

第 42 巻第 1~6 号

歩もみせていない，と指摘している点に注目す

べきであろう。

「低い賃金，安定的だがかなり貧弱な地代，騰

貴する物価。農業資本は良好な状況におかれて

いる。然し， その拡大再生産を可能にするの

は，地代IIが取り揃えてくれる次第に増加する

労働力の集団である。事実，それこそがその条

件である。なぜなら，利潤とその資本への転化

とに関する直接的な情報は得られない（例えば

会計帳簿の欠如）としても，死後財産目録に関

するボーリング調査によって，これらの経営の

ヘクタール当り不変資本はこの全期間を通じて

僅かしか変化しなかったことが，論証され得る

からである。蓄積は，したがって，この局面の

全期間を通じて，同じ労働過程を基礎にしたま

までの，資本の支配する面積の拡大によって遂

行された。地代の働きによってもたらされる益

々増大する量の可変資本の資本の下への編入

と，農地面積の集中とが，したがって， （封建的

および資本家的という 2つの一湯村）生産関係の連

接のこの段階における，資本の蓄積を特徴づけ

る2つの相関的現象である D。」

上記引用文中に「地代II」とあるのは，中小

規模の小作農の支払う地代を意味するボステル

・ヴィネ特有の用語である。後でみるように，

旧制度下のスワソン地方は，大借地農業者と大

土地所有者が取結ぶ小作関係，すなわち地代 I

と，こうした零細小作農民たちの支払う地代II

という，二元的構造をなしていたという理解

が，ポステル・ヴィネの資本家的農業成立史論

の土台になっている。以下その概要を辿れば，

17世紀には地代IIょりもむしろ地代 Iの上昇率

のほうが大きく，そのために借地農業者は，農

民階級と同様に単純再生産の枠内に閉じこめら

れていた。然し， 18世紀の30年代に至って状況
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は変る。穀物価格の高騰にも拘わらず，かつま

た地代1Iの騰貴にも拘わらず，地代 Iは安定し

ていたからである。説明を簡略にするために是

永論文の関係個所を借用しよう。

「大フェルミエにとって，地主との関係は， 17

世紀とは対照的に，安定的で有利な状況になっ

てくる。この点は，まず第一に，少くとも70年

代にいたるまで小作料の上昇が経営利潤の上昇

に立ち遅れる傾向にあったと推定しうることに

あらわれている。経営利潤の動向を計数的に把

握することは資料的に不可能なため，利潤と小

作料の動向を比較することはできない。しか

し，上述のごとく，農産物価格が好転する中

で，スワソネの大フェルミエにとっての小作料

は，世紀初めの低下のあと70年代まで顕著な上

昇をみずに安定的に推移した。このことは，少

くともスワソネにおいて，小作料の上昇が経営

利潤の上昇に立ち遅れつつあることを推察させ

る2)。」

だが，農産物価格の上昇にもかかわらず，な

ぜ地代 Iのみが安定的であったのか。旧制度末

のスワソン地方に資本家的大農場制度の成立を

立証しうるか否かの最大の鍵は，この点の説明

をどのようになしうるかにかかるであろう。

ポステル・ヴィネは，この点を説明して，地

主たちがその所有地を分割して多数の中小農民

に貸付けるという煩をさけ，たとえ地代収入は

ある程度は低くなっても，大借地農業者に一括

して貸付ける道を選んだからであると言う。さ
モウヴェ． グレ

らにまた，いわゆる<:mauvaisgre}>, すなわ

ち，借地農業者たちの不法な実力行使による小

作権の強化現象の効果を強調する。だが，最初

の説明，すなわち一括貸付の便利さを選ぶとい

う説明は確かにある程度は認められるように思

われるが，あとのほうの説明である<:mauvais

gre)>の効果の強調はどうであろうか。

この<(mauvaisgre)>に関しては，｝レフェー

ヴルもまた旧制度末期のノール県におけるその

存在を認めている。

「慣行的利用権は，土地所有者の所有権を共同

の利益において制限したが，少くとも，彼ら地主

たちがその所有地を貸付けたり，それを自分の

意のままに処分したりする権利について異議を

申し立てるようなことはなかった。その mar-

che, すなわち経営地について，一般に droit

de marcheとか mauvaisgre des fermiers 

とかいう名で一括して呼ばれている 2つの特権

を僣取した借地農業者たちは，もっともっと大

胆だった。もしも地主がその所有地を売りに出

した場合，借地農業者たちは，自分ではそれを

買取る意志が全くない場合にさえも，同じ地方

の，とりわけ同じ村落の住民の誰かがその買取

りを申し出ることを認めなかった。……貸付け

に関する特権は，さらにもっともっと重大だっ

た。如何なる口実が述べられようとも，借地農

業者は，地主が彼から農場を取上げることも，

別の耕作者が代りにその土地を小作すること

も，認めなかった。地主が自分で耕作したいと

望む場合にさえも，追放は認められなかった。

……それゆえに借地農業者は，売買価格のみな

らず小作料額を決定することさえ，自由にでき

た。......3)」

ルフェーヴ｝レはさらに，ボステル・ヴィネと

同様に，このようにして僣取された権利を地主

側が犯した場合の借地農業者側の実力行使，地

主邸や新入の小作人の家への放火，鉄砲での脅

し，等々についても述べており，官憲がこうし

た暴力行為を取締りうるのは稀であったと認め

ている。

然し）レフェーヴ｝レは，他面，少くともノール
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県では，このような現象が支配したのは限られ

た地区においてのみであったと指摘している。

「rnauvaisgreの 2つの主要中心地は，南部

平原の南北両極，すなわち北はペヴェル地方，

および依然としてベルギー領のままであったツ

ールネジに緊密に結びついていたスカルプ川ま

でのサン・タマン地方，南は，サンテール地方

のうちの，この点での極をなしこの慣習が特に
カン

怖るべき力をもって支配していたマ）レコワン小
トン

郡，に在ったように思われる。然し，現実に南

部平原全体がそれを知っていたし，おそらくは

牧畜地方さえもまたそれを知っていた。これに

反して， リル市以北のフランドルで18世紀にそ

れについて述べられているのを見出せない 4)。」

「海岸部フランドルは rnauvaisgreを知らな

かったい。」

さらにまた）レフェーヴルは，こうした rnau-

vais greの実際上の効果についても，それを

あまりに大きく評価することに疑問を提示して

いる。それというのも，当時の慣行として，小

作人は小作開始の当初に，正式の小作料のほか

に，頭布 (courre-chef) とか帽子 (chapeau)

とか呼ばれた樽料 (lepot-de-vin, 一般に 1

年分ないし半年分の小作料相当額）と，ふをふ

え料 (ledenier a Dieu) とか土産料 (leca-

deau aux dornestiques)などを，地主側に支

払うのが慣わしであり，地主側は，この樽料そ

の他の形で実質上の小作料増額をはかることが

可能だったからである。

「農民たちがこの直接行動によって極めてしば

しば争いに有利な立場を占めたことは確かであ

る。……農民がある程度まで（小作料の）騰貴

に歯止めをかけるのに成功したことは疑問の余

地がない。僧族所有地の一部分がとりわけ比較

的に僅かな価格で貸付けられていたことの理由

第 42 巻第 1~6 号

は，そのようにして説明がつく。けれども，地

主側は部分的な満足を獲ち取った。彼は小作料

の代りに樽料をふやした。新らたに開墾された

土地は mauvaisgreに機会を与えない。 1つ

の家族が死に絶えた時，小作料の引き上げを何

ものも妨げない。その占有地の一部分を又貸し

する借地人自身が，おそらくは小作料の騰貴に

貢献した。 mauvaisgreは，正常な価格以下

の値段で土地を手に入れることをその当然の

目的とするものではあるが，土地所有者の権利

を剥奪しようとまでするものではないし，小作

料の漸次的騰貴と相容れないものではない。結

局，あらゆる困難にも拘わらず，地主たちはそ

の法律上の権利を行使することを頑張り徹す。

借地人と議論すること，彼を相手にして闘うこ

と，そして必要とあれば彼に代る後継人を探し

出すことは決して容易な仕事ではない。大地

主たちがその所有地を総請負人 (unfermier 

general)に貸付け，そうすることによって農

民との関係の荷から解放された理由は，そのよ

うに説明がつく 6)。」

是永氏も，次のように述べられている。

「小作人相互の競争の制限は，たんにかかる暴

カ行為およびこれを認める違法な慣行（いわゆ

る<(mauvaisgre}>, <(droit de marche}>, 

G. Lefebrve, Les paysans du Nord pendant 

la revolutz"on francaise, pp.93-97; du meme, 

Questions agraires, pp.81-82; du meme, La 

grande Peur de 1789, p.171)のみから説明し

えないであろう。これは小作料支払い不能の小

作人が追い払われることを妨げなかったし，事

実，零細地片では小作人相互の著しい競争があ

った。競争制限は大フェルミエ相互間で顕著で

あったようで，これには限られた数の大フェル

ミエが村をこえた一定範囲の地域で自然発生的
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な暗黙の合意に達していたこと，また，かれら

相互間に婚姻等による家族的紐帯がかなりの発

展をみていたこと等も重要な要因であったであ

ろう (P.Brunet, op. cite., p.376; G. Postel-

Vinay, op. cite., p. 46)。さらにより根本的に

は，後述のごとく農業生産力の急速な発展の条

件が欠如していたことが，かかる競争制限を可

能にしていたのである 7)。」

いずれにしても，こうした<{mauvaisgre)> 

の効果を過度に評価することは誤りである。そ

の何よりの証拠は，上記のように 18世紀を通

じて安定していたとされる地代 Iは， 70年代以

降，こんどは逆に地代IIを上廻る速度で上昇過

程に転ずることが，ポステル・ヴィネ自身によ

って論証されていることである。そうだとすれ

ば，この地代 Iの安定を条件に拡大ないし存続

していた大農場は，当然にも，縮少ないし解体

の過程を辿らざるをえないであろう。

X X X X 

ポステル・ヴィネは，この70年代以降の地代

Iの上昇を，中規模農民を駆逐してその経営地

を自らの経営地に統合したことの結果として，

以前はそれら中規模農民たちが支払っていた苛

酷な地代を，大借地農業者たち自身が支払わざ

るをえなくなったためであると説明するが，な

お次のようにも認めざるをえない。

「当時，資本を捉えていた土地飢饉は，土地

に中規模農民たちよりも高い値段をつけること

が，彼ら（大借地農業者）にとって重要であっ

たことの理由を説明する叫」

かくして， このスワソン地方においても，

「他の諸地方に比較すれば遅れており，古くか

らの防衛機構によって多少とも弱められてはい

たが，地代 Iの最初の回復が80年代に明らかに

なる 9)」。

したがって，いまやわれわれは，地代 Iの安

定という現象によって事態を説明する道を閉さ

れたわけであるが，それでもなお， 19世紀初頭

のスワソン地方における資本家的大農場制の発

達を主張しうるのか。

ポステル・ヴィネは，農業用具の変革は19世

紀の初頭になってもなお僅かな程度に止まって

いたことを認めたあと，次のように続けてい

る。

「これに反して，大農場におけるその発展の程

度はなお微弱なものでしかなかったが，労働に

おける協同が，同一労働によってより多くの生

産物を産出することを可能ならしめ，一般に生

産の集約化をもたらす。死後財産目録書は四圃

式農業の漸次的普及のあとを辿ることを可能に

しており，土地への＜投資＞の増大と共に，単

位面積当りの収穫高の若干の向上がもたらされ

たように思われる。……単位面積当り収穫高の

軽度の増大について語ることが可能であるとす

れば， そのことは，主としてこの第 2の局面

（湯村注， 1780年代以降の地代 Iの上昇局面のこと）

の過程で生じたように思われる。休閑地を犠牲

にした 1年生飼料作物も同様に漸増した。この

場合には，より正確な日付がこの現象をこの期

間内に位置づけることを可能にする。事実，大

借地農業者たちの死後財産目録書は， 18世紀末

における休閑地の一部での人工牧草地の緩慢

な出現が，まさしく地代 Iが明らかに騰貴した

その時期以降に始まることを明白に示してい

る10)。」

農場規模の拡大ではなく生産の集約化へと向

うこのような傾向は， 19世紀についてはさらに

明確に，次のような形をとる。

「地代の運動の不規則性が，したがって，この

局面の過程中での資本の状況を深刻に変革させ
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た。大経営者たちが，発展期の始点において労

働力の相対的不足に苦しめられた時，われわれ

が先行期間の末期にその最初の表明を指摘でき

たような集約化が，重要な場所を占める。それ

は集中を後景に追放する 11)。」

「土地の集中は，たとえ消滅はしなかったとし

ても，それが18世紀末にもっていたような重要

性をもつことを止めた。但しこの研究は，全体

的な情報不足という障害に突き当り，若千数の

事例の研究から引き出すことの出来る諸指標だ

けに止まらざるをえない12)。」

かくしてわれわれは，この稿の「はしがき」

に引用しておいたボステル・ヴィネの見解，す

なわち， 「とりわけフランスでは，大経営は19

世紀において停滞ないし後退する」という文章

に辿りつくことになる。

1)ポステル・ヴィネ，前出書， p.85 

2) 『農業総合研究』，第28巻，第3号， p.112 

3) Jレフェーヴル，前出書， p.93

4) JレフェーヴJレ，前出書， pp.96-97 

5)ルフェーヴJレ，前出書， p.98

6) Jレフェーヴル，前出書， pp.264-265. 

なお，こうした総請負人が大借地農業者と誤認され

ることが多いことを特に指摘しておくべきであろ

う。例えばアーサー・ヤング『フランス旅行記』の

指摘を参照せよ。

7)『農業総合研究』，第28巻，第 3号， pp. 116-]17 

8)ポステル・ヴィネ，前出書， p.91

9)ポステル・ヴィネ，前出書， p.92 

10)ポステル・ヴィネ，前出書， p.108

11)ポステル・ヴィネ，前出書， p.124

12)ボステル・ヴィネ，前出書， p.124

〔追記〕

『実用農業新聞』 (Journald'Agriculture pratique) 

第 42 巻第 1~6 号

の1845年 9月号に，ノール県農業の現状を批判した農

業監督官ランデュ氏 (Rendu,inspecteur de l'agr-

iculture)の著書 Agriculturedu Nordに対する書

評が， Agriculturede departement du Nordと題

して EugeneMarieの署名で掲載されている。 19世

紀中葉におけるノール県農業の状態を教えるものとし

て参考になろう。

「ランデュ氏は，土地細分化の狂熱が土地所有者たち

に取りついており，彼ら土地所有者たちは，零細小作

地の高い小作料に誘惑されて，古い貸付契約が満期に

なることだけを待ち望み，彼らの所有地を細分して貸

付けることによって現在のために将来を犠牲にしてい

る，と述べている。土地所有者たちのこのような狂熱

は誠に自然なことである。なぜなら，この世界にはそ

のような狂熱に多少とも取りつかれていないような者

は一人もいないからである。その所有地を売るか貸付

けるかを決心している人間はすべて，唯一つの目的，

唯一つの願望， もしそのように言いたければ唯一つの

狂熱だけを持っている。それは，出来るだけ高い値段

でその土地の買取人か借受人になってくれる人々を探

し出すということである。 このような見地からみる

と，すべての人間が狂人である。そして，ノール県の

土地所有者たちがその所有地を地片単位せ売ったり貸

付けたりするとすれば，そのゆえは，このような地片

こそが金銭を代償にその地片を競い合っているこれら

の小規模耕作者たちの是非もない欲求に応えるもので

あることを良く知っているからである。 この欲求と

は，労働の，が然し，保証された労働の欲求である。

そこにこそ，事実，細分化の大きな原因がある。そし

て社会は，そのすべての構成員に労働によって生きる

ことを保証してやらない限りは，土地所有が，貧乏で

はあるが勤勉な階級の人々の手中に細片となって散在

してゆくのを見る決心をせねばならない。その腕だけ

しか所有していない人間にとって労働こそが生命であ

る。そして，生命は，それが如何に惨めなものであろ

うとも，そしてまたそれが如何なる銀難を振りあてら

れていようとも，それでもなお最も尊い善であるわけ

だから，何よりもまずそれを確保せねばならないので

あって，後はただそれを美化しさえすれば良いのであ

る。」 (p.99) 
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第 3表 大革命の前と後での，自小作別・経営規模別・農業経営数の変化

地 地方名・（）内
経営総数 0~1ヘクタール 1---5 

区
はコミューン数

自作混合 l小作 i計 自作犀崎小作 1計 自作：混合峠叫計

海岸平原(3) A 72 70 409 551 40 11 142 193 21 14 108 143 

A p 102 88 387 577 61 7 138 206 30 20 104 154 

士 30 18 22 26 21 4 4 13・9 6 4 11 

平方閲粗林原，地，フ方ウェ，ェラ ンリッ地プス地川方
A 1,657 1,334 4,519 7,510 1,271 237 2,885 4,393 316 502 974 1,792 

B P 2,310 1,497 4,011 7,838 1,742 245 2,451 4,438 498 624 956 2,078 
実

土 673 163 508 328 471 8 434 45 182 122 46 286 

リル市西郊外(4) A 212 166 511 889 184 47 312 543 22 72 125 219 

C p 439 237 647 1,323 390 78 488 956 36 97 97 230 

士 227 71 136 434 206 31 176 413 14 25 28 11 

谷びヴド，カェゥ ルーメラ地ルラン方川ボンu上ート~流，ワ河及ペ
A 1,239 1,210 1,054 3,503 1,094 335 698 2,127 126 621 283 1,030 

D P 1,610 1,594 813 4,017 1,397 444 539 2,380 194 846 223 1,263 

士 371 384 241 514 303 109 159 253 68 225 60 233 

数 方オ(ス3)トルヴァン地 A 286 156 103 545 261 56 59 376 22 70 33 125 

E p 325 182 101 608 237 72 68 377 86 64 22 172 

士 39 26 2 63 24 16 ， 1 64 6 11 47 

マロワル地方(2) A 
55033 ! ' 

162 31 743 320 7 13 340 185 67 12 264 

F p 65 166 59 878 354 6 19 379 207 75 31 313 

士 10 4 18 135 34 1 6 39 22 8 19 49 

海岸平原 A 13.0 12.7 74.2 100 7.2 2.0 25.8 35. 0 3.8 2.5 19.6 26.0 

A p 17.7 15.3 67. 1 100 10. 6 1. 2 23. 9 35.7 5.2 3.5 18.0 26.7 

士 4. 7 2.6 7. 1 3.4 0.8 1. 9 0. 7 1. 4 1.0 1.6 0. 7 

粗平方林原，地，フ方ウ，ェ リッ地スプ地方川
A 22.1 17.8 60.2 100 16.9 3.2 38.4 58. 5 4.2 6.7 13.0 23. 9 

B 
ェラン

P 29. 5 19. 1 51.2 100 22.2 3. 1 31. 3 56.6 6.3 8.0 12.2 26.5 

士 7. 4 1. 3 9.0 5.3 o. 1 7.1 1. 9 2. 1 1. 3 0.8 2.6 

リル市西郊外 A 23.8 18.7 57.5 100 20.7 5. 31 I 35.1 61. 1 2.5 8. 1 14. 1 24.6 

C p 33.2 17.9 48.9 100 29.5 5. 9 36. 9 72.3 2.7 7.3 7.3 17.4 

土 9.4 0.8 8.6 8.8 0. 6 1. 8 11. 2 0.2 0.8 6.8 7.2 

％ 
31. 2 9. 6 

谷翌ドゥーメルラ川ン上ト流ワ河及
A 35.4 34.5 30. 1 100 19.9 60.7 3. 62 17. 7 8.1 29.4 

D 
， カェルラ地ン方ボー， ペ

P 40. 1 39.7 20.2 100 34. 811. 1 13.4 59.2 4. 8 1. 1 5.6 31. 4 

土 4.7 5.2 9.9 3. 6 1. 5 6.5 1. 5 1. 2 3. 4 2.5 2.0 

方オストルヴァン地 A 52. 5 28.6 18. 9 100 47.9 10.3 10. 8 69.0 4.0 12. 8 6.1 22.9 

E P 53.5 29.9 16.6 100 39.0 11. 8 11. 2 62.0 14. 1 10. 5 3.6 28.2 

土 1.0 1. 3 2.3 8.9 1. 5 0. 4 7.0 1 o. 1 2.3 2.5 5.3 

マロワル地方 A 74.0 21. 8 4.2 100 43. 1 0.9 1.7 45.8 24.9 9.0 1. 6 35. 5 

F P 74.4 18.9 6.7 100 40.3 0.7 0.2 43.2 23.6 8.5 3.5 35.6 

土 0.4 2.8 2.5 2.8 0.2 1.5 2.6 1.3 o. 5 1. 9 o. 1 
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旧制度末期から19枇紀初頭にかけての北部フランスにおける大農場

5~10 10~40 

自作I1混4合0-I1小10叫0 計 I 自作犀10叫0-小2作001 計

200~300 

自作犀奇小作l計 自作1混合1小仇計 自作！混合l小作［計

7113 
54 74 

4 29I 1 96 
129 

゜
3 ， 12 

l I 

＇ 6 19 57 82 4 42 79 125 1 

゜
， 10 

1 6 3 8 0 13 17 4 1 3 

゜
2 

51 282 330 663 17 278 320 633 2 17 10 29 ¥ 

65 291 292 648 25 320 302 647 0 17 10 27 

14 9 38 15 8 42 18 14 2 

゜゚
2 

4 17 32 53 2 30 36 68 

゜゚
5 5 

゜
゜゚゚゚゚゚I 0゚゚o, 1 ＇ 

゜
1 1 

5 28 29 62 8 32 30 70 

゜
1 4 5 

゜ ゜ ゜゚ ゜1 11 3 ， 6 2 6 2 

゜
1 1 

゜゚ ゜ ゜
1 1 

11 140 29 180 7 108 39 111 1 6 5 12 

8 177 27 212 10 121 21 152 1 6 3 10 

3 37 2 32 3 13 18 41 

゜゚
2 2 

ii g 5 15 2 11 5 18 

゜
7 

゜
7 

゜
3 1 4 

0 21 6 27 2 15 4 21 

゜
8 1 ， 

゜
2 

゜
2 

1 12 1 12 

゜
4 1 3 

゜
1 1 2 

゜
1 1 2 

37 
621 

3 102 7 24 1 32 1 2 2 5 

70 48 5 123 22 34 2 58 

゜
3 2 5 

33 14 2 21 15 10 1 26 1 1 

゜゜1. 3 2.3 9. 8 13. 4 0.7 5. 3 17.4 23.4 

゜
o. 5 1. 6 2.2 

1.0 2.3 9. 4 14. 2 0.7 7.3 13.7 21. 7 0.2 

゜
1. 6 1. 7 

0.3 

゜
o. 4 0. 8 

゜
2.0 3.7 1.7 0.2 0.5 

゜
0.5 

I 

I 
I 

0.7 3.8 4.3 8.8 0.2 3.7 4.3 8.4 0. 0 0.2 o. 1 0.4 

0.8 3.7 3.7 8.3 0. 3 4. 1 3.9 8.3 0 0. 2 0. 1 0.4 

0. 1 o. 1 o. 6 0.5 0. 1 0.4 0.4 o. 1 

゜゚ ゜゜0.4 1.9 3.6 6.0 0.2 3.4 4.0 7.6 

゜
0 0. 6 0. 6 

0.4 2. 1 2.2 4.7 0.6 2.4 2.3 5.3 0 o. 1 0. 3 0.4 

0 0. 2 0.4 1.3 0.4 1.0 1. 7 2.3 O 0. 1 0.3 0.2 

0. :3 I I 4. 0 I 0. 8 5. 1 0.2 3.1 1.1 3. 2 0 o. 2 o. 1 o. 3 

0. 4. 4 0. 7 5.3 0.2 2.7 0.5 3.8 0 o. 1 

゜
0.2 

o. 0. 4 0. 1 0.2 0 o. 4 o. 6 0.6 0 o. 1 o. 1 o. 1 
I 

0.2I , 1.7 0.9 2.8 0.4 2.0 0.9 3.3 0 1. 3 

゜
1. 3 0 o. 6 0.2 0.7 

0 3. 5 1.0 4.4 0.3 2.5 0.7 3. 5 0 1. 3 0.2 1. 5 0 o. 3 

゜
0.3 

0. 2 1. 8 o. 1 1. 6 o. 1 0.5 0.2 0.2 

゜
0 0. 2 0.2 0 o. 3 0.2 0.4 

5.0 8.3 0.4 13.7 0.9 3.2 o. 1 4.3 0. 1 0.3 0.3 0. 7 

8.0 5. 5 0.6 14.0 2.5 3.9 0.2 6.6 0 o. 3 0.2 0.6 

3. 0 2.8 0.2 0.3 1.6 0. 7 0. 1 2.3 0. 1 0 0.1 o. 1 

（注） Aとは革命前， Pとは革命後の略号，士は増減を示す。
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